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第3章 対象事業実施区域及びその周囲の概況 

対象事業実施区域及びその周囲における自然的状況及び社会的状況（以下「地域特性」という。）

について、環境要素の区分ごとに事業特性を踏まえ、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評

価の手法の選定を行うに必要と認める範囲を対象に、入手可能な最新の文献その他の資料により把

握した。 

 

3.1 自然的状況 

3.1.1 大気環境の状況 

1. 気象の状況 

対象事業実施区域は福島県の葛尾村と浪江町の行政界周囲に位置する。 

葛尾村は阿武隈山系に属し、山々に囲まれており、気候については概して温和で冬季は北西

風が強い。 

最寄りの地域気象観測所として浪江地域気象観測所及び津島地域気象観測所があり、その概

要は表 3.1-1 のとおりである。なお、津島地域気象観測所は降水量のみの観測であることから、

整理対象から除外した。最寄りの地域気象観測所の位置は図 3.1-1 のとおりである。 

また、気象概況は表 3.1-2 及び図 3.1-2、風向出現頻度及び風向別平均風速は表 3.1-3、風

配図は図 3.1-3 のとおりである。浪江地域気象観測所における令和元年の年間降水量は

1,704.0mm、年平均気温は 13.5℃、年平均風速は 2.0m/s、日照時間は 1,995.7 時間である。 

 

表 3.1-1 対象事業実施区域及びその周囲の地域気象観測所 

観測所名 所在地 緯度経度 海面上の高さ 風速計の高さ 

浪 江 浪江町川添字北上の原 
北緯 37° 29.5′ 

東経 140°57.9′ 
47m 10m 

津 島 浪江町下津島字町 
北緯 37° 33.6′ 

東経 140°45.2′ 
400m － 

注：「－」は出典に記載がないことを示す。 

〔「地域気象観測所一覧（令和 2 年 3 月 26 日現在）」（気象庁、令和 2 年）より作成〕 
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〔「地域気象観測所一覧（令和 2 年 3 月 26 日現在）」（気象庁、令和 2 年）より作成〕 

図 3.1-1 地域気象観測所の位置 
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表 3.1-2(1) 浪江地域気象観測所の気象概況（平年値） 

要素名 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 

平均気温 
（℃） 

12.3 2.1 2.3 5.1 10.4 14.9 18.2 22.0 23.8 20.1 14.6 9.4 4.8 

日最高気温の 
平均（℃） 

17.3 7.1 7.4 10.3 15.9 20.2 22.6 26.2 28.3 24.7 19.9 15.1 10.2 

日最低気温の 
平均（℃） 

7.5 -3.0 -2.9 -0.3 4.8 9.6 14.2 18.5 20.1 16.2 9.4 3.6 -0.5 

平均風速 
（m/s） 

1.6 1.8 1.8 2.0 2.0 1.7 1.4 1.2 1.3 1.2 1.3 1.5 1.7 

日照時間の 
合計（時間） 

1,871.6 159.8 157.0 176.7 190.6 184.9 143.2 136.3 162.8 121.2 137.8 146.5 152.5 

降水量の 
合計（mm） 

1,511.0 48.9 53.4 91.8 126.9 124.0 158.2 182.5 171.2 241.2 192.7 78.8 41.4 

注：1．平年値は 1981～2010 年の 30 年間の観測値の平均をもとに算出した。 

2．日照時間については 1986～2010 年の値である。 

〔「気象統計情報 平年値」（気象庁 HP、閲覧：令和 2 年 5 月）より作成〕 

 

表 3.1-2(2) 浪江地域気象観測所の気象概況（令和元年） 

月 

降水量(mm) 気温(℃) 風向・風速(m/s) 日照 

時間 

合計 

(時間) 
合計 日最大 

最大 平均 
最高 最低 

平均 

風速 

最大風速 最大瞬間風速 

1 時間 10 分間 日平均 日最高 日最低 風速 風向 風速 風向 

1 6.5  6.5 1.5  0.5  2.6  8.1  -3.5  13.0  -5.5  2.4  9.3  西 21.6  西北西 186.0  

2 12.0  5.5  1.5  0.5  3.8  8.8  -2.0  17.4  -8.0  2.1  12.8  西 26.6  西 154.9  

3 82.0  38.5  7.0  2.0  7.2  12.6  1.1  22.1  -3.6  2.5  10.7  西 22.6  西 211.4  

4 69.5  22.5  3.5  1.5  10.1  15.4  4.5  24.2  -1.6  2.5  13.1  西南西 24.2  西 199.8  

5 102.5  48.0  12.5  5.5  16.8  22.4  10.7  31.0  4.0  2.3  9.8  南南東 20.5  西 267.9  

6 177.0  42.5  15.0  3.5  18.9  23.1  15.2  29.5  10.2  2.0  8.1  南東 18.1  西南西 150.2  

7 244.0  82.0  15.0  5.5  22.1  25.3  19.7  34.5  14.1  1.6  6.5  南南東 12.2  北 72.3  

8 84.5  27.0  20.0  9.0  25.8  30.0  22.6  36.7  18.9  1.5  7.6  南東 14.0  南東 148.6  

9 133.5  73.0  23.0  6.5  21.9  26.5  18.1  34.3  12.1  1.5  9.7  北北西 17.7  北 140.7 )  

10 732.0  301.0  62.0  13.5  16.9  20.8  12.7  28.1  6.1  1.9  10.2  北北東 21.5  北 139.7  

11 44.5  19.0  3.5  1.0  10.1  15.6  4.1  23.4  -3.3  2.0  9.5  西 22.9  西南西 181.0  

12 16.0  6.0  2.5  0.5  6.0  11.3  0.2  19.6  -3.9  2.0  9.2  北西 21.2  西 143.2  

年 1,704.0 301.0 62.0 13.5 13.5 18.3 8.6 36.7 -8.0 2.0 13.1 西南西 26.6 西 1,995.7 

注：「 )」は統計を行う対象資料が許容範囲で欠けているが、上位の統計を用いる際は一部の例外を除いて正常値

（資料が欠けていない）と同等に扱う（準正常値）。必要な資料数は、要素または現象、統計方法により若干異

なるが、全体数の 80％を基準とする。 

〔「気象統計情報」（気象庁 HP、閲覧：令和 2 年 5 月）より作成〕 

 

  



3.1-4 

(50) 

 

気温 

 

 

降水量 

 

 

平均風速 

 

 

日照時間 

 

〔「気象統計情報」（気象庁 HP、閲覧：令和 2 年 5 月）より作成〕 

図 3.1-2 浪江地域気象観測所の気象概況（令和元年）  
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表 3.1-3 浪江地域気象観測所の風向出現頻度及び風向別平均風速（令和元年） 

季節 

 

風向 

春季 ( 3～5 月 ) 夏季 ( 6～8 月 ) 秋季 ( 9～11 月 ) 冬季 ( 1,2,12 月 ) 年間 

風向出現

頻度 

( ％ ) 

平均風速 

( m/s ) 

風向出現

頻度 

( ％ ) 

平均風速 

( m/s ) 

風向出現

頻度 

( ％ ) 

平均風速 

( m/s ) 

風向出現

頻度 

( ％ ) 

平均風速 

( m/s ) 

風向出現

頻度 

( ％ ) 

平均風速 

( m/s ) 

北北東 2.3 1.7 6.9 1.8 3.6 2.2 2.5 1.9 3.8 1.9 

北東 2.5 1.9 4.8 1.5 3.4 1.8 1.4 1.6 3.0 1.7 

東北東 3.4 2.1 4.3 1.7 3.5 2.1 1.8 1.4 3.2 1.9 

東 4.3 2.5 6.0 1.9 2.8 2.2 1.5 1.9 3.7 2.1 

東南東 6.3 2.7 6.7 2.2 3.8 2.2 2.2 2.3 4.8 2.4 

南東 6.2 3.5 7.3 2.6 2.7 2.5 1.7 1.9 4.5 2.8 

南南東 10.9 3.9 9.9 2.8 5.0 2.7 3.4 2.4 7.3 3.1 

南 4.6 2.3 3.6 1.7 3.5 1.7 3.9 2.1 3.9 1.9 

南南西 3.1 1.5 2.5 1.1 3.7 1.3 3.8 1.5 3.3 1.4 

南西 5.1 1.5 2.5 1.0 5.0 1.3 6.3 1.7 4.7 1.4 

西南西 6.9 1.9 3.1 1.5 8.1 1.3 10.9 2.1 7.2 1.8 

西 9.1 3.5 3.8 1.3 10.3 1.9 13.5 2.8 9.2 2.5 

西北西 9.4 2.3 4.7 0.9 13.1 1.6 18.0 2.5 11.2 2.0 

北西 8.9 2.1 6.8 1.1 10.4 1.8 13.8 2.4 10.0 1.9 

北北西 8.3 2.3 10.4 1.7 10.6 2.3 8.8 2.4 9.5 2.2 

北 4.7 1.8 9.5 1.9 4.7 2.1 3.8 1.7 5.7 1.9 

静穏 3.9 0.1 7.1 0.1 5.8 0.1 2.9 0.1 4.9 0.1 

合計･平均 100 2.4 100 1.7 100 1.8 100 2.2 100 2.0 

欠測 0.3  0  0.1  0  0.1  

注：1．静穏は 0.2m/s 以下である。 

2．風向出現頻度は四捨五入を行っているため、個々の項目の合計と総数は一致しない場合がある。 

3．頻度の「0」は出現しなかったことを示す。 

〔「気象統計情報」（気象庁 HP、閲覧：令和 2 年 5 月）より作成〕 

 

注：1．風配図の実線は風向出現頻度（％）、棒線は平均風速（m/s）を示す。 

2．風配図の円内の数字は、静穏率（風速 0.2m/s 以下、％）を示す。 

〔「気象統計情報」（気象庁 HP、閲覧：令和 2 年 5 月）より作成〕 

図 3.1-3 浪江地域気象観測所の風配図（令和元年）  
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2. 大気質の状況 

福島県内の大気質の常時監視測定局数は、平成 30 年 3 月末時点で、一般環境大気測定局が

34 局、自動車排出ガス測定局が 3 局の計 37 局である。 

対象事業実施区域及びその周囲において大気汚染常時監視は行われていないが、最寄りの測

定局として、一般環境大気測定局（以下、「一般局」という。）の小高局（南相馬市東町 2 丁目

78）及び双葉局（双葉町大字新山字清戸迫 1）が設置されている。 

「原子力災害対策特別措置法」（平成 11 年法律第 156 号、最終改正：平成 30 年 6 月 27 日）

に基づく帰還困難区域及び居住制限区域内にあるため、2局とも平成 23年より測定を休止して

いた。現在はともに測定を再開している。測定項目は表 3.1-4 のとおりである。 

なお、対象事業実施区域からの距離は小高局が約 15.4km、双葉局が約 18.4km である。 

 

表 3.1-4 大気測定局の概要及び測定項目（平成 29 年度） 

区 分 市町 測定局 
用途 
地域 

二酸化 
硫黄 

一酸化 
炭素 

浮遊 
粒子状 
物質 

光化学 
オキシ 
ダント 

二酸化 
窒素 

微小 
粒子状 
物質 

一般局 

南相馬市 小 高 住 ― ― ○ ○ ― ― 

双葉町 双 葉 住 ― ― ○ ○ ― ― 

注：1．「○」は測定が行われていること、「－」は行われていないことを示す。 

  2．用途地域は「都市計画法」（昭和 43 年法律第 100 号、平成 30 年 4 月 25 日）第 8 条に定めるも

ののうち、第 1 種及び第 2 種低層住居専用地域、第 1 種及び第 2 種中高層住居専用地域、第 1

種及び第 2 種住居地域及び準住居地域に該当する地域である。 

〔「大気汚染測定結果（平成 29 年度）」（福島県、平成 31 年）より作成〕 
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〔「大気汚染測定結果（平成 29 年度）」（福島県、平成 31 年）より作成〕 

図 3.1-4 大気測定局の位置 
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(1)浮遊粒子状物質 

平成 29 年度の測定結果は表 3.1-5 のとおりであり、環境基準に適合している。 

 

※環境基準とその評価 

環境基準：1時間値の 1日平均値が 0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が 0.20mg/m3以下であること。 

短期的評価：1 時間値の 1 日平均値が 0.10mg/m3 以下であり、かつ、1 時間値が 0.20mg/m3 以下であるこ

と。 

長期的評価：日平均値の年間 2％除外値が 0.10mg/m3 以下であること。ただし、1 日平均値が 0.10mg/m3

を超えた日が 2 日以上連続しないこと。 

 

表 3.1-5 浮遊粒子状物質の測定結果（平成 29 年度） 

区分 市町 
測定 

局名 

有効 

測定 

日数 

測定 

時間 

年 

平均値 

1時間値が 

0.20mg/m3 

を超えた 

時間数と 

その割合 

日平均値が 

0.10mg/m3 

を超えた 

日数と 

その割合 

1時間 

値の 

最高値 

日平均 

値の 

年間 

2％ 

除外値 

日平均値が 

0.10mg/m3 

を超えた日 

が 2日以上 

連続した 

ことの有無 

環境基準の 

長期的評価 

による 

日平均値が 

0.10mg/m3 

を超えた 

日数 

日 時間 mg/m3 時間 ％ 日 ％ mg/m3 mg/m3 有×・無◯ 日 

一般局 
南相馬市 小高 362 8,702 0.012 0 0.0 0 0.0 0.071 0.032 ○ 0 

双葉町 双葉 365 8,731 0.011 0 0.0 0 0.0 0.088 0.029 ○ 0 

〔「大気汚染測定結果（平成 29 年度）」（福島県、平成 31 年）より作成〕 

 

表 3.1-6 浮遊粒子状物質の年平均値の経年変化（平成 25～29 年度） 

種別 市町 測定局名 
年平均値（mg/m3） 

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 

一般局 
南相馬市 小高 0.011 0.014 0.014 0.012 0.012 

双葉町 双葉 － －  （0.007） 0.011 

注：1．「－」は測定が行われていないことを示す。 

2．斜線部は測定機器未設置又は廃止したことを示す。 

3．（ ）書きは年間測定時間が 6,000 時間未満（年間測定日数が 250 日未満）のため参考値である。 

〔「大気汚染測定結果（平成 29 度）」（福島県、平成 31 年）より作成〕 

 

 

〔「大気汚染測定結果（平成 29 度）」（福島県、平成 31 年）より作成〕 

図 3.1-5 浮遊粒子状物質の年平均値の経年変化（平成 25～29 年度）  
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(2)光化学オキシダント 

平成 29 年度の測定結果は表 3.1-7 のとおりであり、環境基準に適合していない。 

 

※環境基準の評価 

環境基準：1 時間値が 0.06ppm 以下であること。 

環境基準の評価：昼間（午前 5 時から午後 8 時まで）の 1 時間値が 0.06ppm 以下であること。 

 

表 3.1-7 光化学オキシダントの測定結果（平成 29 年度） 

区分 市名 
測定 
局名 

昼間 

測定 

日数 

昼間 

測定 

時間 

昼間の 

1時間値の 

年平均値 

昼間の 

1時間値が

0.06ppmを 

超えた 

日数と時間数 

昼間の 

1時間値が 

0.12ppm 

以上の 

日数と時間数 

昼間の 

1時間値の 

最高値 

昼間の 

日最高 

1時間値の 

年平均値 

日 時間 ppm 日 時間 日 時間 ppm ppm 

一般局 
南相馬市 小高 365 5,413 0.032 31 136 0 0 0.085 0.043 

双葉町 双葉 365 5,433 0.033 32 183 0 0 0.088 0.045 

〔「大気汚染測定結果（平成 29 年度）」（福島県、平成 31 年）より作成〕 

 

表 3.1-8 光化学オキシダントの年平均値の経年変化（平成 25～29 年度） 

種別 市 
測定 

局名 項目 
平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

一般局 

南相馬市 小高 

昼間の1時間値の 

年平均値（ppm） 
0.032 0.033 0.033 0.031 0.032 

昼間の1時間値が0.06ppm

を超えた時間数（時間） 
64 185 147 29 136 

昼間の1時間値が 

0.12ppm以上の日数（日） 
0 0 0 0 0 

双葉町 双葉 

昼間の1時間値の 

年平均値（ppm） 
－ － （0.038） 0.033 0.033 

昼間の1時間値が0.06ppm

を超えた時間数（時間） 
－ － （6） 87 183 

昼間の1時間値が 

0.12ppm以上の日数（日） 
－ － （0） 0 0 

注：1．「－」は測定が行われていないことを示す。 

2．（ ）書きは年間測定時間が 6,000 時間未満（年間測定日数が 250 日未満）のため参考値である。 

〔「大気汚染測定結果（平成 29 年度）」（福島県、平成 31 年）より作成〕 

 

 

〔「大気汚染測定結果（平成 29 度）」（福島県、平成 31 年）より作成〕 

図 3.1-6 光化学オキシダントの年平均値の経年変化（平成 25～29 年度）  
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(3)大気汚染に係る苦情の発生状況 

「平成 30 年度 環境等測定調査結果」（福島県、令和元年）によると、葛尾村及び浪江町に

おいて、大気汚染に係る苦情は寄せられていない。 

 

3. 騒音の状況 

(1)環境騒音の状況 

対象事業実施区域及びその周囲における環境騒音の状況について、調査は実施されていない。 

 

(2)自動車騒音の状況 

対象事業実施区域及びその周囲における自動車騒音の状況について、調査は実施されていな

い。 

 

(3)騒音に係る苦情の発生状況 

「平成 30 年度 環境等測定調査結果」（福島県、令和元年）によると、葛尾村及び浪江町に

おいて、騒音に係る苦情は寄せられていない。 

 

4. 振動の状況 

(1)環境振動の状況 

対象事業実施区域及びその周囲における環境振動の状況について、調査は実施されていない。 

 

(2)道路交通振動の状況 

対象事業実施区域及びその周囲における道路交通振動の状況について、調査は実施されてい

ない。 

 

(3)振動に係る苦情の発生状況 

「平成 30 年度 環境等測定調査結果」（福島県、令和元年）によると、葛尾村及び浪江町に

おいて、振動に係る苦情は寄せられていない。 
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3.1.2 水環境の状況 

1. 水象の状況 

(1)河川 

対象事業実施区域及びその周囲の河川の状況は、図 3.1-7 のとおりである。対象事業実施区

域の南には小出谷川があり、下流で請戸川水系の二級河川である請戸川に合流する。また、対

象事業実施区域の周囲には請戸川の他、請戸川水系の二級河川である葛尾川がある。葛尾川は

下流で高瀬川と合流、さらに請戸川と合流し、太平洋に注ぐ。 

 

(2)海域 

対象事業実施区域及びその周囲に海域は存在しない。 

 

2. 水質の状況 

(1)河川の水質 

「水質年報（平成 30 年度）」（福島県、令和 2 年）によると、福島県では公共用水域の測定

を実施しており、78 河川の 131 地点で調査が行われている。 

なお、対象事業実施区域及びその周囲では水質測定はされていない。 
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図 3.1-7 河川の状況  

「国土数値情報（河川データ）」（国土交通省

国土政策局国土情報課 HP、閲覧：令和 2 年 5

月）              より作成 
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(2)地下水の水質 

地下水の水質の状況を把握するため、平成 30 年度は福島県において概況調査が 56 地点、継

続監視調査が 193 地点、汚染井戸周辺地区調査が 106 地点で実施されている。 

対象事業実施区域及びその周囲においては継続監視調査が実施されており、その調査結果は

表 3.1-9 のとおりである。 

 

表 3.1-9 地下水の水質調査結果（平成 30 年度） 

（単位：mg/L） 

町村名 葛尾村 

環境基準 
地区名 落合 

用途 工業 

測定項目 測定値 

カドミウム － 0.003 mg/L 以下 

全シアン － 検出されないこと 

鉛 － 0.01 mg/L 以下 

六価クロム － 0.05 mg/L 以下 

砒素 － 0.01 mg/L 以下 

総水銀 － 検出されないこと 

アルキル水銀 － 検出されないこと 

PCB － 0.0005 mg/L 以下 

ジクロロメタン － 0.02 mg/L 以下 

四塩化炭素 － 0.002 mg/L 以下 

1,2-ジクロロエタン <0.0004 0.004 mg/L 以下 

1,1-ジクロロエチレン <0.002 0.1 mg/L 以下 

1.2-ジクロロエチレン <0.004 0.04 mg/L 以下 

1,1,1-トリクロロエタン <0.0005 1 mg/L 以下 

1,1,2-トリクロロエタン <0.0006 0.006 mg/L 以下 

トリクロロエチレン <0.001 0.03 mg/L 以下 

テトラクロロエチレン 0.028 0.01 mg/L 以下 

1,3-ジクロロプロペン － 0.002 mg/L 以下 

チウラム － 0.006 mg/L 以下 

シマジン － 0.003 mg/L 以下 

チオベンカルブ － 0.02 mg/L 以下 

ベンゼン － 0.01 mg/L 以下 

セレン － 0.01 mg/L 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 － 10 mg/L 以下 

ふっ素 － 0.8 mg/L 以下 

ほう素 － 1 mg/L 以下 

クロロエチレン <0.0002 0.002 mg/L 以下 

1,4-ジオキサン － 0.05 mg/L 以下 

注：1．「<」は定量下限値未満を示す。 

  2．「－」は出典に記載がないことを示す。 

〔「水質年報（平成 30 年度）」（福島県、令和 2 年）より作成〕 

 

(3)水質に係る苦情の発生状況 

「平成 30 年度 環境等測定調査結果」（福島県、令和元年）によると、葛尾村及び浪江町に

おいて、水質汚濁に係る苦情は寄せられていない。 
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3. 水底の底質の状況 

「平成 30 年度 環境等測定調査結果」（福島県、令和元年）によると、福島県では、水底の

底質のダイオキシン類による汚染状況を常時監視している。 

対象事業実施区域及びその周囲に調査地点はないが、最寄りの地点として、対象事業実施区

域から東の方向へ 17.5km 離れた小高川の白金橋（南相馬市小高区）で調査が行われている。

測定結果は 6.6pg-TEQ/g であり、水底の底質のダイオキシン類の環境基準（150pg-TEQ/g 以下）

を達成している。 
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3.1.3 土壌及び地盤の状況 

1. 土壌の状況 

(1)土壌 

対象事業実施区域及びその周囲における土壌の状況は図 3.1-8 のとおりである。 

対象事業実施区域は主に適潤性褐色森林土壌からなっており、一部、黒ボク土壌及び乾性褐

色森林土壌が分布している。 

 

(2)土壌汚染 

「土壌汚染対策法に基づく要措置区域・形質変更時要届出区域（令和 2 年 3 月 31 日現在）」

（環境省 HP、閲覧：令和 2 年 5 月）によると、葛尾村落合において、「要措置区域」及び「形

質変更時要届出区域」の指定がある。 

 

(3)土壌汚染に係る苦情の発生状況 

「平成 30 年度 環境等測定調査結果」（福島県、令和元年）によると、葛尾村及び浪江町に

おいて、土壌汚染に係る苦情は寄せられていない。 

 

2. 地盤の状況 

(1)地盤沈下の状況 

「平成 30 年度 全国の地盤沈下地域の概況」（環境省、令和 2 年）によると、対象事業実施

区域及びその周囲において、地盤沈下は確認されていない。 

 

(2)地盤沈下に係る苦情の発生状況 

「平成 30 年度 環境等測定調査結果」（福島県、令和元年）によると、葛尾村及び浪江町に

おいて、地盤沈下に係る苦情は寄せられていない。 
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図 3.1-8 土壌図  

「土地分類基本調査 土壌図 
［原町・大甕］［浪江・磐城富岡］
［川前・井出］」（国土交通省 HP、
閲覧：令和 2 年 5 月）より作成 
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3.1.4 地形及び地質の状況 

1. 地形の状況 

対象事業実施区域及びその周囲における地形の状況は図 3.1-9 のとおりである。 

対象事業実施区域及びその周囲は主に山地・丘陵地からなっており、対象事業実施区域内は

主に一般斜面である。 

 

(1)重要な地形 

「日本の典型地形」（（財）日本地図センター、平成 11 年）によると、対象事業実施区域及

びその周囲に重要な地形は存在しない。 

また、「日本の地形レッドデータブック第 1 集、第 2 集」（日本の地形レッドデータブック作

成委員会、平成 12、14 年）において選定された保存すべき地形は存在しない。 

 

2. 地質の状況 

対象事業実施区域及びその周囲における表層地質の状況は図 3.1-10 のとおりである。 

対象事業実施区域及びその周囲は先第三紀の深成岩及び半深成岩が広がっている。対象事業

実施区域は黒雲母花崗岩・花崗閃緑岩からなっており、推定断層が存在する。また、南側には

砂・泥・礫が存在する。 

 

(1)重要な地質 

対象事業実施区域及びその周囲における「文化財保護法」（昭和 25 年法律第 214 号、最終改

正：平成 30 年 6 月 8 日）、「福島県文化財保護条例」（昭和 45 年福島県条例第 43 号）、「葛尾村

文化財保護条例」（昭和 46 年葛尾村条例第 20 号）及び「浪江町文化財保護条例」（昭和 51 年

浪江町条例第 8 号）に基づく、地質に係る天然記念物はない。 
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図 3.1-9 地形分類図  

「土地分類基本調査 
地形分類図［原町・
大甕］［浪江・磐城富
岡］［川前・井出］」
国土交通省 HP、閲
覧：令和 2 年 5 月） 

より作成  
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図 3.1-10 表層地質図  

「土地分類基本調査表層地質図［原町・

大甕］［浪江・磐城富岡］［川前・井出］」

国土交通省 HP、閲覧：令和 2 年 5 月） 

より作成 
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3.1.5 動植物の生息又は生育、植生及び生態系の状況 

1. 動物の生息の状況 

(1)動物相の概要 

「レッドデータブックふくしまⅠ－福島県の絶滅のおそれのある野生生物－（植物・昆虫

類・鳥類）」（福島県生活環境部環境共生領域 自然保護グループ、平成 14 年）及び「レッドデ

ータブックふくしまⅡ－福島県の絶滅のおそれのある野生生物－（淡水魚類／両生・爬虫類／

哺乳類）」（福島県生活環境部環境共生領域 自然保護グループ、平成 15 年）によると、福島県

で確認されているのは、哺乳類が 47 種、鳥類が 293 種、爬虫類が 15 種、両生類が 17 種、昆

虫類が 2,724 種以上、淡水魚類が 76 種であると記載されている。 

対象事業実施区域及びその周囲の動物相の概要は、表 3.1-10 のとおりであり、哺乳類 27 種、

鳥類 128 種、爬虫類 11種、両生類 15 種、昆虫類 301 種、魚類 73 種、底生動物 6 種の合計 561

種が確認されている。 

 

表 3.1-10 動物相の概要 

分 類 主な確認種 

哺乳類 
ジネズミ、ヒミズ、アズマモグラ、コキクガシラコウモリ、ニホンリス、テン、ニホンイノシシ、
カモシカ等                                    （27 種） 

鳥 類 
ウズラ、オシドリ、カイツブリ、キジバト、カワウ、ゴイサギ、クイナ、ジュウイチ、ヨタカ、 
アマツバメ、イカルチドリ等                           （128 種） 

爬虫類 ニホンヤモリ、シマヘビ、アオダイショウ、ジムグリ、ヤマカガシ、ニホンマムシ等   （11 種） 

両生類 トウホクサンショウウオ、アカハライモリ、アズマヒキガエル、トノサマガエル等    （15 種） 

昆虫類 クロイトトンボ、ショウジョウトンボ、コカマキリ、ハマベハサミムシ、アブラゼミ等 （301 種） 

魚 類 スナヤツメ北方種、ニホンウナギ、サッパ、コイ、ドジョウ等             （73 種） 

底生動物 カワシンジュガイ、マツカサガイ、マシジミ、マメシジミ、ドブシジミ、サワガニ    （6 種） 

合 計 561 種 
「第 2 回自然環境保全基礎調査－福島県動植物分布図－」（環境庁、昭和 56 年） 

「第 2 回自然環境保全基礎調査 動物分布調査報告書－日本産鳥類の繁殖分布－」（環境庁、昭和 56 年） 
「第 2 回自然環境保全基礎調査 動物分布調査報告書－日本の重要な両生類・爬虫類（東北版）－」（環境庁、昭和 57 年） 
「第 2 回自然環境保全基礎調査 動物分布調査報告書－日本の重要な昆虫類（東北版）－」（環境庁、昭和 55 年） 

「第 2 回自然環境保全基礎調査 動物分布調査報告書－日本の重要な淡水魚類（東北版）－」（環境庁、昭和 57 年） 
「第 3 回自然環境保全基礎調査 動植物分布調査報告書－鳥類－」（環境庁、昭和 63 年） 
「第 4 回自然環境保全基礎調査－福島県自然環境情報図－」（環境庁、平成 7 年） 

「生物多様性情報システム－基礎調査データベース検索－（第 4 回動植物分布調査）」（環境省 HP、閲覧：令和 2 年 5 月） 
「生物多様性情報システム－基礎調査データベース検索－（第 5 回動植物分布調査）」（環境省 HP、閲覧：令和 2 年 5 月） 
「第 6 回自然環境保全基礎調査 種の多様性調査 哺乳類分布調査報告書」（環境省、平成 16 年） 

「第 6 回自然環境保全基礎調査 種の多様性調査 鳥類繁殖分布調査報告書」（環境省、平成 16 年） 
「生物多様性情報システム－ガンカモ類の生息調査－」（環境省 HP、閲覧：令和 2 年 5 月） 
「環境省報道発表資料－希少猛禽類調査（イヌワシ・クマタカ）の結果について－」（環境省 HP、閲覧：令和 2 年 5 月） 

「レッドデータブックふくしまⅠ－福島県の絶滅のおそれのある野生生物－（植物・昆虫類・鳥類）」 
（福島県生活環境部環境共生領域 自然保護グループ、平成 14 年） 
「レッドデータブックふくしまⅡ－福島県の絶滅のおそれのある野生生物－（淡水魚類／両生・爬虫類／哺乳類）」 

（福島県生活環境部環境共生領域 自然保護グループ、平成 15 年） 
「ふくしまの生き物たち」（福島民友新聞社、平成 17 年） 
「福島県の蝶」（角田伊一、昭和 57 年） 

「福島県獣類生息状況調査報告書」（福島県森林保全課、平成 3 年） 
「鳥類生息状況調査報告書」（福島県森林保全課、昭和 60 年） 
「浪江町史別巻Ⅰ浪江町の自然」（浪江町、平成 15 年） 

「葛尾村史 第 1 巻」（葛尾村、平成 3 年） 
「ふくしまの野鳥」（福島県森林整備課、平成 8 年） 
「いきものログ」（環境省 HP、閲覧：令和 2 年 5 月） 

「阿武隈高地の生き物たち」（稲葉修、平成 24 年） 
「福島に生きる」（南相馬市博物館、平成 25 年） 
「日本におけるオオタカの生息分布（平成 8 年～平成 12 年）」（環境省、平成 17 年） 

「ふくしまに生きる  爬虫・両生類」（稲葉修、平成 27 年） 
「福島県の淡水魚」（福島県内水面水産試験場、平成 14 年）        より作成 
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対象事業実施区域及びその周囲の哺乳類は、ジネズミ、ヒミズ、コキクガシラコウモリ、ニ

ホンリス、テン、イノシシ等 27 種が確認されている。鳥類は、ウズラ、オシドリ、カイツブ

リ、キジバト、カワウ、ゴイサギ、クイナ、ジュウイチ、ヨタカ、アマツバメ、イカルチドリ

等 128 種が確認されている。 

なお、図 3.1-11 及び図 3.1-12 に示す「環境省報道発表資料－希少猛禽類調査（イヌワシ・

クマタカ）の結果について－」（環境省 HP、閲覧：令和 2 年 5 月）及び「鳥類等に関する風力

発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成 23 年、平成 27 年修正版）によると、対

象事業実施区域及びその周囲では、イヌワシとクマタカの生息は確認されていない。 

爬虫類は、ニホンヤモリ、シマヘビ、ニホンマムシ等 11 種が、両生類は、トウホクサンシ

ョウウオ、アズマヒキガエル、アカハライモリ、トノサマガエル等 15 種が確認されている。

昆虫類は、クロイトトンボ、ショウジョウトンボ、コカマキリ、ハマベハサミムシ、アブラゼ

ミ等 301 種、魚類は、スナヤツメ北方種、ニホンウナギ、サッパ、コイ、ドジョウ等 73 種、

底生動物は、カワシンジュガイ、マツカサガイ、マシジミ、マメシジミ、ドブシジミ、サワガ

ニの 6 種が確認されている。 
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図 3.1-11 イヌワシ分布メッシュ図 

「環境省報道発表資料－希少猛禽類調査（イヌワシ・クマタカ）の結果について－」（環境省 HP、閲
覧：令和 2 年 5 月） 

「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成 23 年、平成 27 年修正版） 
より作成 

 

 

図 3.1-12 クマタカ分布メッシュ図 

「環境省報道発表資料－希少猛禽類調査（イヌワシ・クマタカ）の結果について－」（環境省 HP、閲
覧：令和 2 年 5 月） 

「鳥類等に関する風力発電施設立地適正化のための手引き」（環境省、平成 23 年、平成 27 年修正版） 
より作成  

対象事業実施区域 

対象事業実施区域 
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(2)動物の重要な種 

動物の重要な種は、「（1）動物相の概要」で確認された種について、表 3.1-11 の選定基準に

基づき、学術上または希少性の観点から選定した。その結果は表 3.1-12 のとおりであり、哺

乳類 4 種、鳥類 32 種、爬虫類 5 種、両生類 8 種、昆虫類 14 種、魚類 19 種、底生動物 3 種の

合計 85 種が確認されている。 

カモシカは特別天然記念物、ヤマネは天然記念物、ハヤブサ、タガメ、ゴマシジミ本州中部

亜種は国内希少野生動植物種に指定されている。 

「環境省報道発表資料環境省レッドリスト 2020 の公表について」（環境省、令和 2 年）に掲

載されているのは、哺乳類は 0種、鳥類は、ウズラ、オシドリ、チュウサギ、ヒクイナ等の 17

種、爬虫類は 0 種、両生類は、トウホクサンショウウオ、アカハライモリ、トノサマガエル、

トウキョウダルマガエルの 4 種、昆虫類は、アオハダトンボ、コオイムシ、タガメ、ホシチャ

バネセセリ等の 11 種、魚類は、スナヤツメ北方種、カワヤツメ、ニホンウナギ、キンブナ等

の 18 種、底生動物は、カワシンジュガイ、マツカサガイ、マシジミの 3 種となっている。 
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表 3.1-11 動物の重要な種の選定基準 

選定基準 カテゴリー 文献その他の資料 

Ⅰ 「文化財保護法」（昭和 25年法

律第 214 号、最終改正：平成

30 年 6 月 8 日）に基づく天然

記念物 

「福島県文化財保護条例」（昭

和 45年福島県条例第 43号）及

び「葛尾村文化財保護条例」

（昭和 46 年葛尾村条例第 20

号）、「浪江町文化財保護条

例」（昭和 51 年浪江町条例第 8

号）に基づく天然記念物 

特天：特別天然記念物 

天：天然記念物 

 

「国指定文化財等データベ

ース」（文化庁 HP、閲覧：令

和 2 年 5 月）、「ふくしまの

歴史と文化の回廊」（福島県

HP（葛尾村）、閲覧：令和 2

年 5 月）、「浪江町のみどり

の文化財」（浪江町 HP、閲

覧：令和 2 年 5 月） 

Ⅱ 「絶滅のおそれのある野生動

植物の種の保存に関する法

律」（平成 4 年 法律第 75 号、

最終改正：令和元年 6 月 14

日）及び「絶滅のおそれのあ

る野生動植物の種の保存に関

する法律施行令」（平成 5年 政

令第 17 号、最終改正：令和 2

年 1 月 22 日）に基づく国内希

少野生動植物種等 

国内：国内希少野生動植物種 

緊急：緊急指定種 

「絶滅のおそれのある野生

動植物の種の保存に関する

法律施行令」（平成 5 年 政

令第 17 号、最終改正：令和

2 年 1 月 22 日） 

Ⅲ 「環境省レッドリスト 2020」

（環境省、令和 2年）の掲載種 

EX：絶滅･･･我が国ではすでに絶滅したと考えられる種 
EW：野生絶滅･･･飼育・栽培下でのみ存続している種 

CR＋EN：絶滅危惧Ⅰ類･･･絶滅の危機に瀕している種 
（現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用 

する場合、野生での存続が困難なもの） 

CR：絶滅危惧ⅠA 類･･･ごく近い将来における野生での絶
滅の危険性が極めて高いもの 

EN：絶滅危惧ⅠB 類･･･ⅠA 類ほどではないが、近い将来

における野生での絶滅の危険性が高いもの 
VU：絶滅危惧Ⅱ類･･･絶滅の危険が増大している種（現在

の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する場

合、近い将来「絶滅危惧Ⅰ類」のカテゴリーに移行
することが確実と考えられるもの） 

NT：準絶滅危惧･･･存続基盤が脆弱な種（現時点での絶

滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては
「絶滅危惧」に移行する可能性のある種） 

DD：情報不足･･･評価するだけの情報が不足している種 

LP：絶滅のおそれのある地域個体群･･･地域的に孤立し
ている個体群で、絶滅のおそれが高いもの 

「環境省報道発表資料環境

省レッドリスト 2020 の公表

について」（環境省、令和 2

年） 

Ⅳ 「ふくしまレッドリスト 2019

年版」（福島県、令和 2 年）の

掲載種 

EX：絶滅 
EW：野生絶滅 
CR+EN：絶滅危惧Ⅰ類 

CR：絶滅危惧ⅠA 類 
EN：絶滅危惧ⅠB 類 
VU：絶滅危惧Ⅱ類 

NT：準絶滅危惧 
DD：情報不足 
LP：絶滅のおそれのある地域個体群 

「ふくしまレッドリスト

（2019年版）について」（福

島県 HP、閲覧：令和 2 年 5

月） 

Ⅴ 「福島県野生動植物の保護に

関する条例」（平成 16年福島県

条例第 23 号）に基づく特定希

少野生動植物 

特：特定希少野生動植物･･･希少野生動植物のうち、人

為の影響により存続に著しい支障を来す事情が生じ

るなど、特に保護を図る必要があるもの 

「福島県野生動植物の保護

に関する条例」（平成 16 年

福島県条例第 23 号） 
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表 3.1-12(1) 動物の重要な種 

No. 分類群 目名 科名 種名 
市区町村 重要種選定基準 

葛尾村 浪江町 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 

1 哺乳類 モグラ（食虫） トガリネズミ カワネズミ  ○    DD  

2   ネズミ（齧歯） リス ホンドモモンガ ○ ○    DD※1  

3    ヤマネ ヤマネ ○ ○ 天   DD  

4   ウシ（偶蹄） ウシ カモシカ  ○ 特天     

小計 3 目 4 科 4 種 2 種 4 種 2 種 0 種 0 種 3 種 0 種 

1 鳥類 キジ キジ ウズラ ○    VU CR  

2   カモ カモ オシドリ  ○   DD NT  

3   ハト ハト アオバト  ○    NT  

4   ペリカン サギ ミゾゴイ ○ ○   VU EN  

5      ササゴイ ○ ○    NT  

6      チュウサギ  ○   NT NT  

7    コサギ  ○    NT  

8   ツル クイナ クイナ ○     NT  

9      ヒクイナ  ○   NT EN  

10  カッコウ カッコウ カッコウ ○ ○    NT  

11   ヨタカ ヨタカ ヨタカ ○ ○   NT NT  

12   チドリ チドリ シロチドリ  ○   VU NT  

13     シギ タカブシギ  ○   VU   

14   カモメ オオセグロカモメ  ○   NT   

15   タカ ミサゴ ミサゴ  ○   NT NT  

16     タカ ハイタカ ○ ○   NT NT  

17      オオタカ ○ ○   NT VU  

18   フクロウ フクロウ フクロウ ○     NT  

19  ブッポウソウ カワセミ ヤマセミ  ○    NT  

20    ブッポウソウ ブッポウソウ ○    EN EN  

21   ハヤブサ ハヤブサ チョウゲンボウ  ○    NT  

22      ハヤブサ  ○  国内 VU VU  

23   スズメ サンショウクイ サンショウクイ ○ ○   VU NT  

24     カササギヒタキ サンコウチョウ ○ ○    NT  

25     ヒバリ ヒバリ ○ ○    NT  

26   ヨシキリ オオヨシキリ ○ ○    NT  

27   セッカ セッカ  ○    NT  

28   ヒタキ クロツグミ ○ ○    NT  

29    アカハラ ○ ○    NT  
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表 3.1-12(2) 動物の重要な種 

No. 分類群 目名 科名 種名 
市区町村 重要種選定基準 

葛尾村 浪江町 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 

30 鳥類 スズメ ホオジロ ホオアカ ○ ○    VU  

31    ノジコ ○ ○   NT NT  

32    コジュリン  ○   VU NT  

小計 13 目 23 科 32 種 18 種 28 種 0 種 1 種 17 種 30 種 0 種 

1 爬虫類 有鱗 トカゲ ヒガシニホントカゲ ○ ○    NT  

2   タカチホヘビ タカチホヘビ  ○    DD  

3   ナミヘビ ジムグリ ○ ○    DD  

4    ヤマカガシ ○ ○    NT  

5   クサリヘビ ニホンマムシ ○ ○    NT  

小計 1 目 4 科 5 種 4 種 5 種 0 種 0 種 0 種 5 種 0 種 

1 両生類 有尾 サンショウウオ トウホクサンショウウオ ○ ○   NT NT  

2   イモリ アカハライモリ ○ ○   NT NT  

3  無尾 ヒキガエル アズマヒキガエル ○ ○    NT  

4   アカガエル ニホンアカガエル  ○    NT  

5    トノサマガエル ○    NT NT  

6    トウキョウダルマガエル  ○   NT NT  

7   アオガエル モリアオガエル ○ ○    LP※2  

8    カジカガエル  ○    NT  

小計 2 目 5 科 8 種 5 種 7 種 0 種 0 種 4 種 8 種 0 種 

1 昆虫類 トンボ（蜻蛉） カワトンボ アオハダトンボ  ○   NT  
 

2   バッタ（直翅） クツワムシ クツワムシ ○     DD  
3     マツムシ マツムシ ○     DD  
4   カメムシ（半翅） コオイムシ コオイムシ  ○   NT  

 
5       タガメ  ○  国内 VU NT  
6   チョウ（鱗翅） セセリチョウ ホシチャバネセセリ  ○   EN NT  
7     ギンイチモンジセセリ  ○   NT  

 
8     チャマダラセセリ ○ ○   EN CR+EN  
9   シジミチョウ カラスシジミ  ○    NT  
10     ゴマシジミ本州中部亜種 ○ ○  国内※3 CR※3  

 
11   タテハチョウ ウラギンスジヒョウモン  ○   VU   

12    オオムラサキ  ○   NT   

13   アゲハチョウ ヒメギフチョウ本州亜種  ○   NT CR+EN  

14   シロチョウ ヒメシロチョウ北海道 

・本州亜種 
 

○   EN※4 VU※4 

 

小計 4 目 9 科 14 種 4 種 12 種 0 種 2 種 11 種 8 種 0 種 
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表 3.1-12(3) 動物の重要な種 

No. 分類群 目名 科名 種名 
市区町村 重要種選定基準 

葛尾村 浪江町 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 

1 魚類 ヤツメウナギ ヤツメウナギ スナヤツメ北方種 ○ ○     VU EN   

2      スナヤツメ南方種 ○ ○     VU DD   

3      カワヤツメ   ○     VU DD   

4  ウナギ ウナギ ニホンウナギ ○ ○     EN VU   

5  コイ コイ キンブナ   ○     VU EN   

6      タナゴ   ○     EN EN   

7      エゾウグイ ○ ○     LP※5 LP※6   

8    ドジョウ ドジョウ ○ ○     NT DD   

9      ホトケドジョウ   ○     EN VU   

10  ナマズ ギギ ギバチ   ○     VU EN   

11    アカザ アカザ   ○     VU CR   

12  サケ サケ ニッコウイワナ ○ ○     DD LP※7   

13      サクラマス（ヤマメ） ○ ○     NT    

14  ダツ メダカ キタノメダカ   ○     VU EN   

15  カサゴ カジカ カジカ ○ ○     NT※8 LP※9   

16      ウツセミカジカ（回遊型）   ○     EN※10 VU   

17  スズキ ハゼ シロウオ   ○     VU VU   

18      ジュズカケハゼ   ○     NT※11 EN※11   

19    オオヨシノボリ  ○    NT  

小計 8 目 10 科 19 種 8 種 19 種 0 種 0 種 18 種 18 種 0 種 

1 底生動物 イシガイ カワシンジュガイ カワシンジュガイ ○ ○   EN   
2   イシガイ マツカサガイ  ○   NT   

3  マルスダレガイ シジミ マシジミ  ○   VU   

小計 2 目 3 科 3 種 1 種 3 種 0 種 0 種 3 種 0 種 0 種 

合計 33 目 58 科 85 種 42 種 77 種 2 種 3 種 53 種 72 種 0 種 

注 1．種名及び配列は原則として「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 平成 30 年度生物リスト」（河川環境データベース 国土交通省、平成 30 年）に準拠した。 

鳥類については日本鳥類目録 改訂第 7 版」（日本鳥学会、平成 24 年）に準拠した。 

2．選定基準は、表 3.1-11 に対応する。 

3．重要種の選定基準では、以下のように記載されている。 

※1：ニホンモモンガで掲載 ※2：阿武隈高地のモリアオガエルで掲載 ※3：ゴマシジミ関東・中部亜種で掲載 ※4：ヒメシロチョウで掲載  

※5：東北地方のエゾウグイで掲載 ※6：阿武隈高地のエゾウグイで掲載 ※7：阿武隈高地の在来イワナで掲載  

※8：カジカ大卵型で掲載 ※9：阿武隈高地のカジカ大卵形で掲載、※10：カジカ小卵型で掲載、※11：ジュズカケハゼ広域分布種で掲載 

4．文献その他の資料において詳細な生息地（市区町村）の確認ができない種については記載しなかった。 
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(3)注目すべき生息地 

対象事業実施区域及びその周囲には、「第 2 回自然環境保全基礎調査－福島県動植物分布図

－」（環境庁、昭和 56 年）、「浪江町史別巻Ⅰ浪江町の自然」（浪江町、平成 15 年）及び「ふく

しまに生きる 爬虫・両生類」（南相馬市博物館、平成 27 年）に掲載されている分布情報より、

表 3.1-13 に示す 8 種が確認されている。これらの生息地は図 3.1-13 のとおりである。 

 

表 3.1-13 文献その他の資料による分布確認種一覧 

分類 種名 
重要種選定基準 

Ⅲ Ⅳ 

爬虫類 タカチホヘビ  DD 

両生類 

トウホクサンショウオ NT NT 

トウキョウダルマガエル NT NT 

モリアオガエル  LP 

魚類 

スナヤツメ北方種 VU EN 

エゾウグイ LP LP 

ホトケドジョウ EN VU 

サクラマス（ヤマメ） NT  

注：選定基準は、表 3.1-11 に対応する。 
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図 3.1-13 注目すべき生息地  

「第 2 回自然環境保全基礎調査－福島県動植物分布図－」（環境庁、昭和 56 年） 

「第 2 回自然環境保全基礎調査 動物分布調査報告書－日本の重要な両生類・爬虫

類（東北版）－」（環境庁、昭和 57 年） 

「第 2 回自然環境保全基礎調査 動物分布調査報告書－日本の重要な昆虫類（東北

版）－」（環境庁、昭和 55 年） 

「第 2 回自然環境保全基礎調査 動物分布調査報告書－日本の重要な淡水魚類（東

北版）－」（環境庁、昭和 57 年） 

「浪江町史別巻Ⅰ浪江町の自然」（浪江町、平成 15 年） 

「ふくしまに生きる  爬虫・両生類」（稲葉修、平成 27 年） 

より作成 
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2. 植物の生育及び植生の状況 

(1)植物相の概要 

対象事業実施区域及びその周囲の植物相の概要は表 3.1-14 のとおりであり、維管束植物

（シダ植物及び種子植物）が 1,362 種確認されている。 

 

表 3.1-14 植物相の概要 

分 類 主な確認種 

シダ植物 

ヒカゲノカズラ、イワヒバ、ミズニラ、スギナ、オオハナワラ
ビ、ヤマドリゼンマイ、ウチワゴケ、イヌシダ、シノブ等 
                                              （112 種） 

種子植物 

裸子植物 モミ、カラマツ、アカマツ、スギ、ヒノキ等       （17 種） 

被子植物 

双子葉類 

離弁花類 

オニグルミ、ヤシャブシ、エゾエノキ、ヒメコウゾ、ラセイタ
ソウ、ツクバネ、ヤドリギ、ミヤマツチトリモチ、ミズヒキ、
ヨウシュヤマゴボウ、ザクロソウ、ツルナ、スベリヒユ、ノミ
ノツヅリ、ホソバノハマアカザ、ホオノキ、サネカズラ、シキ
ミ等                                           （558 種） 

合弁花類 

イワウチワ、ウメガサソウ、マンリョウ、ミヤマタゴボウ、オ
オバアサガラ、サワフタギ、トネリコ、リンドウ、クルマバソ
ウ、コヒルガオ、ハナイバナ等             （335 種） 

単子葉類 
ヘラオモダカ、クロモ、エビモ、ノギラン、ヒガンバナ、コナ
ギ、ノハナショウブ、ハナビゼキショウ、イトイヌノヒゲ、ハ
ネガヤ等                                     （340 種） 

合 計 1,362 種 

「レッドデータブックふくしまⅠ－福島県の絶滅のおそれのある野生生物－（植物・昆虫類・鳥類）」 

（福島県生活環境共生領域 自然保護グループ、平成 14 年） 

「福島県植物誌」（福島県植物誌編さん委員会、昭和 62 年） 

「浪江町史別巻Ⅰ浪江町の自然」（浪江町、平成 15 年） 

「葛尾村史 第 1 巻」（葛尾村、平成 3 年） 

「いきものログ」（環境省 HP、閲覧：令和 2 年 5 月） 

「阿武隈高地の生き物たち」（稲葉修、平成 24 年） 

「福島に生きる」（南相馬市博物館、平成 25 年） 

「福島第一原子力発電所事故による帰還困難区域，居住制限区域，避難指示解除準備区域，および旧緊急時 

避難準備区域を含む市町村（浪江町，葛尾村）の文献に基づく野生維管束植物の情報」（根本秀一、平成 26 年） 

より作成 
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(2)植生の概要 

対象事業実施区域及びその周囲の現存植生図は図 3.1-14 のとおりである。 

植生の分布状況としては、スズタケ－ブナ群団、アスナロ群落、カスミザクラ－コナラ群落、

アカマツ群落、常緑針葉樹植林、落葉針葉樹植林等の樹林が広がり、伐跡群落、牧草地等が分

布している。河川周辺には、水田雑草群落、畑地雑草群落等が分布している。 

なお、対象事業実施区域の植生は、ブナクラス域自然植生であるスズタケ－ブナ群団、アス

ナロ群落、アカマツ群落、ブナクラス域代償植生であるカスミザクラ－コナラ群落、アカマツ

群落、伐跡群落、植林地・耕作地植生である落葉針葉樹植林がみられる。 

  



 

3.1-32 

(78) 

 
図 3.1-14 文献その他の資料調査による現存植生図  

生物多様性情報システム 自然環境保全デ
ータベース「第 2～5回植生調査重ね合わせ
植生（昭和 53 年～平成 10 年）」（環境省
HP、閲覧：令和 2 年 5 月）   より作成 
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(3)植物の重要な種及び重要な群落 

植物の重要な種及び重要な群落の選定基準は、表 3.1-15 のとおりである。 

植物の重要な種は「(1) 植物相の概要」で確認された種について、選定基準に基づき、学術

上または希少性の観点から選定した。その結果は表 3.1-16 のとおりであり、63 科 162 種が確

認されている。 

「環境省報道発表資料環境省レッドリスト 2020 の公表について」（環境省、令和 2 年）に

掲載されているのは 46種であり、このうちランクの高い種は、ミドリアカザが絶滅危惧ⅠA類

（CR）、ツルキケマン、オオミズトンボの 2 種が絶滅危惧ⅠB 類（EN）であった。そのほか、

「福島県野生動植物の保護に関する条例」（平成 16 年福島県条例第 23 号）による特定希少野

生動植物として、クマガイソウが指定されている。 

また、対象事業実施区域及びその周囲には、表 3.1-17 及び図 3.1-15 のとおり、「第 5 回自

然環境保全基礎調査 特定植物群落調査報告書」（環境庁、平成 12 年）に掲載されている特定

植物群落が分布している。「塩浸のアカマツ林」は対象事業実施区域から北北西に約 3km に位

置している。 

このほか、対象事業実施区域及びその周囲において、「植物群落レッドデータブック」（NACS

－J,WWF Japan、平成 8 年）に掲載されている指定群落が表 3.1-18 のとおり分布している。 
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表 3.1-15(1) 植物の重要な種及び重要な群落の選定基準 

選定基準 文献その他の資料 
重要

な種 

重要な

群落 

Ⅰ 「文化財保護法」（昭和

25 年法律第 214 号、最終

改正：平成 30 年 6 月 8

日）に基づく天然記念物 

「福島県文化財保護条

例」（昭和 45 年福島県条

例第 43 号）及び「葛尾村

文化財保護条例」（昭和

46 年葛尾村条例第 20

号）、「浪江町文化財保護

条例」（昭和 51 年浪江町

条例第 8 号）に基づく天

然記念物 

特天：特別天然記念物 

天：天然記念物 

 

「国指定文化財等デ

ータベース」（文化庁

HP、閲覧：令和 2 年 5

月）、「ふくしまの歴

史と文化の回廊」（福

島県 HP（葛尾村）、閲

覧：令和 2 年 5 月）、

「浪江町のみどりの

文化財」（浪江町 HP、

閲覧：令和 2年 5月） 

○ ○ 

Ⅱ 「絶滅のおそれのある野

生動植物の種の保存に関

する法律」（平成 4 年 法

律第 75 号、最終改正：令

和元年 6 月 14 日）及び

「絶滅のおそれのある野

生動植物の種の保存に関

する法律施行令」（平成 5

年 政令第 17 号、最終改

正：令和 2 年 1 月 22 日）

に基づく国内希少野生動

植物種等 

国内：国内希少野生動植物種 

緊急：緊急指定種 

「絶滅のおそれのあ

る野生動植物の種の

保存に関する法律施

行令」（平成 5年 政令

第 17 号、最終改正：

令和 2 年 1 月 22 日） 
○  

Ⅲ 「環境省レッドリスト

2020」（環境省、令和 2

年）の掲載種 

EX：絶滅･･･我が国ではすでに絶滅したと考えられる種 

EW：野生絶滅･･･飼育・栽培下でのみ存続している種 

CR＋EN：絶滅危惧Ⅰ類･･･絶滅の危機に瀕している種 

（現在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き

作用する場合、野生での存続が困難なもの） 

CR：絶滅危惧ⅠA類･･･ごく近い将来における野生での絶

滅の危険性が極めて高いもの 

EN：絶滅危惧ⅠB 類･･･ⅠA 類ほどではないが、近い将来

における野生での絶滅の危険性が高いもの 

VU：絶滅危惧Ⅱ類･･･絶滅の危険が増大している種（現

在の状態をもたらした圧迫要因が引き続き作用する

場合、近い将来「絶滅危惧Ⅰ類」のカテゴリーに移

行することが確実と考えられるもの） 

NT：準絶滅危惧･･･存続基盤が脆弱な種（現時点での絶

滅危険度は小さいが、生息条件の変化によっては

「絶滅危惧」に移行する可能性のある種） 

DD：情報不足･･･評価するだけの情報が不足している種 

LP：絶滅のおそれのある地域個体群･･･地域的に孤立し

ている個体群で、絶滅のおそれが高いもの 

「環境省報道発表資

料環境省レッドリス

ト 2020 の公表につい

て」（環境省、令和 2

年） 

○  
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表 3.1-15(2) 植物の重要な種及び重要な群落の選定基準 

選定基準 既存資料 
重要

な種 

重要な

群落 

Ⅳ 「ふくしまレッドリスト

2019 年版」（福島県、令

和 2 年）の掲載種 

EX：絶滅 

EW：野生絶滅 

CR+EN：絶滅危惧Ⅰ類 

CR：絶滅危惧ⅠA 類 

EN：絶滅危惧ⅠB 類 

VU：絶滅危惧Ⅱ類 

NT：準絶滅危惧 

DD：情報不足 

LP：絶滅のおそれのある地域個体群 

「ふくしまレッドリ

スト（2019 年版）に

ついて」（福島県 HP、

閲覧：令和 2年 4月） 

○  

Ⅴ 「福島県野生動植物の保

護に関する条例」（平成

16年福島県条例第 23号）

に基づく特定希少野生動

植物 

特：特定希少野生動植物･･･希少野生動植物のうち、人

為の影響により存続に著しい支障を来す事情が生じ

るなど、特に保護を図る必要があるもの 

「福島県野生動植物

の 保 護 に 関 す る 条

例」（平成 16年福島県

条例第 23 号） 

○  

Ⅵ 「福島県立自然公園条

例」（昭和 23 年福島県条

例第 23 号）に基づく指定

植物 

指：指定植物（阿武隈高原中部県立自然公園） 「福島県立自然公園

条例」（福島県条例第

23 号） 
○  

Ⅶ 「第 5 回 自然環境保全基

礎調査 特定植物群落調

査報告書」（環境庁、平成

12 年）に掲載されている

特定植物群落 

A：原生林もしくはそれに近い自然林 

B：国内若干地域に分布するが､極めて稀な植物群落また

は個体群 

C：比較的普通に見られるものであっても､南限・北限・

隔離分布等分布限界になる産地に見られる植物群落

または個体群 

D：砂丘、断崖地、塩沼地、湖沼、河川、湿地、高山、

石灰岩地等の特殊な立地に特有な植物群落または個

体群で、その群落の特徴が典型的なもの 

E：郷土景観を代表する植物群落で､特にその群落の特徴

が典型的なもの 

F：過去において人工的に植栽されたことが明らかな森

林であっても､長期にわたって伐採等の手が入って

いないもの 

G：乱獲､その他人為の影響によって､当該都道府県内で

極端に少なくなるおそれのある植物群落または個体

群 

H：その他､学術上重要な植物群落 

「第 5 回 自然環境保

全基礎調査 特定植

物群落調査報告書」

（環境庁、平成 12

年） 

 ○ 

Ⅷ 「植物群落レッドデー

タ ・ ブ ッ ク 」（ NACS －

J,WWF  Japan 、 平 成 8

年）に掲載の植物群落 

4：緊急に対策必要（緊急に対策を講じなければ群落が

壊滅する） 

3：対策必要（対策を講じなければ群落の状態が徐々に

悪化する） 

2：破壊の危惧（現在は保護対策が功を奏しているが、

将来は破壊の危惧が大きい） 

1：要注意（当面、新たな保護対策は必要ない） 

「植物群落レッドデ

ータ・ブック」（NACS

－ J,WWF  Japan、平

成 8 年）  ○ 
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表 3.1-16(1) 植物の重要な種 

No. 分類 科名 種名 
市区町村 重要種選定基準 

葛尾村 浪江町 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 

1 シダ植物 イワヒバ イワヒバ  ○      指 

2  ミズニラ ミズニラ ○ ○   NT NT   

3  シノブ シノブ ○ ○      指 

4  ミズワラビ ハコネシダ  ○      指※1 

5  チャセンシダ クモノスシダ  ○      指 

6  オシダ オオハナワラビ  ○    NT   

7   ナンタイシダ  ○    NT   

8   メヤブソテツ  ○    CR   

9   オオキヨスミシダ  ○    NT※2   

10  メシダ ヒロハイヌワラビ  ○    NT   

11   シケチシダ  ○    VU   

12   セイタカシケシダ  ○    EN   

13  サンショウモ サンショウモ  ○   VU CR   

14 裸子植物 ヒノキ ヒノキ  ○    NT   

15   ハイネズ  ○    VU   

16  イチイ イチイ ○     NT   

17 離弁花類 クワ イタビカズラ  ○      指 

18  イラクサ トキホコリ ○    VU NT   

19   イラクサ ○     NT   

20  ツチトリモチ ミヤマツチトリモチ  ○   VU VU   

21  タデ ハルトラノオ  ○    NT   

22   サデクサ ○     CR   

23  ナデシコ ハマナデシコ  ○    NT   

24   ハマハコベ  ○    CR   

25   ウシオツメクサ  ○    EN   

26  アカザ ミドリアカザ  ○   CR CR   

27  マツブサ サネカズラ  ○    NT   

28  クスノキ クスノキ  ○    DD   

29  キンポウゲ フクジュソウ  ○    VU   

30   レンゲショウマ  ○    NT   
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表 3.1-16(2) 植物の重要な種 

No. 分類 科名 種名 
市区町村 重要種選定基準 

葛尾村 浪江町 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 

31 離弁花類 キンポウゲ リュウキンカ  ○      指 

32   カザグルマ  ○   NT EN   

33   バイカモ  ○    VU   

34   タガラシ  ○    NT   

35   オトコゼリ  ○    EN   

36  アケビ ムベ  ○    DD   

37  ウマノスズクサ トウゴクサイシン  ○      指 

38  ボタン ヤマシャクヤク  ○   NT VU  指 

39   ベニバナヤマシャクヤク  ○   VU CR   

40  ケシ ツルキケマン  ○   EN EN※3   

41   ナガミノツルキケマン  ○   NT    

42  アブラナ ミギワガラシ  ○   VU    

43  ユキノシタ イワネコノメソウ  ○    VU   

44   タチネコノメソウ  ○    DD   

45   ウメバチソウ  ○      指 

46   タコノアシ  ○   NT NT   

47   ヤシャビシャク  ○   NT NT   

48   ダイモンジソウ  ○      指 

49  バラ ヒロハノカワラサイコ  ○   VU VU   

50   シャリンバイ  ○    EN   

51   ハマナス  ○    EN   

52   キビナワシロイチゴ ○ ○    NT   

53  マメ フジキ  ○    VU   

54   マルバヌスビトハギ  ○    NT   

55   ノアズキ ○     EN   

56   シベリアメドハギ  ○    DD   

57   オオバタンキリマメ  ○    NT※4   

58   オオバクサフジ  ○    CR   

59  フウロソウ タチフウロ  ○    EN   

60  トウダイグサ ノウルシ  ○   NT VU   
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表 3.1-16(3) 植物の重要な種 

No. 分類 科名 種名 
市区町村 重要種選定基準 

葛尾村 浪江町 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 

61 離弁花類 カエデ ホソエカエデ  ○    DD   

62   オオイタヤメイゲツ ○     NT   

63   ヒナウチワカエデ  ○    NT   

64  グミ ツクバグミ ○     VU   

65  スミレ シロバナスミレ  ○    CR※5   

66  ヒシ ヒメビシ  ○   VU EX   

67  アリノトウグサ ホザキノフサモ  ○    EN   

68  セリ ホタルサイコ  ○    VU   

69   ハマボウフウ  ○    NT   

70   マルバトウキ  ○    NT   

71   ヒカゲミツバ  ○    NT   

72 合弁花類 イワウメ イワウチワ  ○      指 

73  イチヤクソウ ウメガサソウ  ○      指 

74   シャクジョウソウ  ○      指 

75  ツツジ レンゲツツジ  ○      指 

76   アカヤシオ  ○      指 

77   コメツツジ  ○      指 

78   トウゴクミツバツツジ  ○      指 

79  ヤブコウジ マンリョウ  ○    DD   

80   カラタチバナ  ○    NT   

81  サクラソウ サクラソウ ○    NT EN   

82  モクセイ ヤマトアオダモ  ○    EN   

83   ヒイラギ ○ ○    NT   

84  リンドウ イヌセンブリ  ○   VU VU   

85  ガガイモ フナバラソウ  ○   VU CR   

86  アカネ ハナムグラ ○    VU CR   

87  シソ ヒメハッカ ○ ○   NT VU   

88   ヤマジソ  ○   NT NT   

89   タカクマヒキオコシ  ○    NT   

90   ミゾコウジュ ○ ○   NT DD   

91  ナス ヤマホロシ  ○    NT   



 

  

3
.
1
-3
9 

(
8
5
) 

 

表 3.1-16(4) 植物の重要な種 

No. 分類 科名 種名 
市区町村 重要種選定基準 

葛尾村 浪江町 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 

92 合弁花類 ゴマノハグサ マルバノサワトウガラシ  ○   VU CR   

93   スズメノトウガラシ（広義）  ○    VU※6   

94   ヒキヨモギ  ○    VU   

95  イワタバコ イワタバコ  ○      指 

96  ハマウツボ ナンバンギセル ○ ○    VU   

97  ゴマノハグサ ケヤマウツボ  ○      指 

98  ハマウツボ キヨスミウツボ  ○    VU   

99  タヌキモ タヌキモ  ○   NT EN   

100   ミミカキグサ  ○    VU   

101   ホザキノミミカキグサ  ○    VU   

102   ムラサキミミカキグサ  ○   NT VU   

103  スイカズラ コバノガマズミ  ○    NT   

104  マツムシソウ マツムシソウ  ○    EN  指 

105  キキョウ ヤマホタルブクロ  ○      指 

106   キキョウ ○ ○   VU VU  指 

107  キク シロヨモギ  ○    NT   

108   シオン ○    VU    

109   シドキヤマアザミ ○     DD   

110   コハマギク  ○    VU   

111   タカサブロウ  ○    EN   

112   アズマギク  ○      指 

113   フジバカマ ○    NT EN   

114   タカサゴソウ ○    VU EN   

115   コオニタビラコ  ○    VU   

116   オオモミジガサ ○     NT   

117   オオニガナ  ○    NT   

118   シュウブンソウ  ○    NT   

119   センダイトウヒレン  ○      指 

120   コウリンカ ○    VU EN  指 

121   オナモミ  ○   VU CR   
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表 3.1-16(5) 植物の重要な種 

No. 分類 科名 種名 
市区町村 重要種選定基準 

葛尾村 浪江町 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 

122 単子葉植物 オモダカ アギナシ  ○   NT VU   

123  トチカガミ セキショウモ  ○    VU   

124  ユリ スズラン  ○    VU   

125   ショウジョウバカマ ○ ○      指 

126   ニッコウキスゲ  ○      指 

127   コオニユリ  ○      指 

128   クルマユリ ○ ○      指 

129   カノコユリ ○    VU    

130   クルマバツクバネソウ ○     NT   

131   ワニグチソウ  ○      指 

132  アヤメ ノハナショウブ  ○      指 

133   カキツバタ ○    NT VU   

134  イネ メダケ  ○    NT   

135   ウキシバ  ○    NT   

136  ミクリ ミクリ  ○   NT NT   

137  ラン シラン ○    NT EN   

138   エビネ  ○   NT VU   

139   ギンラン  ○    NT  指 

140   キンラン ○ ○   VU VU  指 

141   ササバギンラン  ○      指 

142   サイハイラン  ○      指 

143   シュンラン  ○      指 

144   クマガイソウ  ○   VU EN 特  

145   セッコク ○ ○    VU   

146   サワラン  ○    NT   

147   エゾスズラン ○ ○      指※7 

148   ハマカキラン  ○   VU EN   

149   オニノヤガラ  ○      指 

150   オオミズトンボ  ○   EN CR   

151   サギソウ ○ ○   NT EN   

152   ミズトンボ  ○   VU EN   
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表 3.1-16(6) 植物の重要な種 

No. 分類 科名 種名 
市区町村 重要種選定基準 

葛尾村 浪江町 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 

153 単子葉植物 ラン ジガバチソウ  ○      指 

154   クモキリソウ  ○      指 

155   サカネラン  ○   VU CR   

156   コケイラン  ○    VU   

157   ジンバイソウ  ○      指 

158   トキソウ  ○   NT NT  指 

159   ヤマトキソウ  ○    VU  指 

160   カヤラン  ○      指 

161   ヒトツボクロ  ○    NT   

162   トンボソウ  ○      指 

合計 5 分類群 63 科 162 種 33 種 143 種 0 種 0 種 46 種 121 種 1 種 45 種 

注：1．種名は原則として、「河川水辺の国勢調査のための生物リスト 平成 30 年度生物リスト」（河川環境データベース 国土交通省、平成 30 年）に準拠した。 

2．選定基準は、表 3.1-15 中の番号に対応する。 

3.重要種の選定基準では、以下のように記載されている。 

※1：ハコネソウで掲載 ※2：オオキヨズミシダで掲載 ※3：ツルケマンで掲載 ※4：トキリマメで掲載 ※5：シロスミレで掲載、※6：スズメノトウガラシで掲載 

※7：アオスズランで掲載 

4．既存資料において詳細な生育地（市区町村）の確認ができない種については市区町村の項について「○」を記載しなかった。 
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表 3.1-17 対象事業実施区域及びその周囲の特定植物群落 

名称 選定基準 面積（ha） 

塩浸のアカマツ林 E 3.4 

注：選定基準は以下のとおりである。  

E：郷土景観を代表する植物群落で、特にその群落の特徴 

が典型的なもの 

「第 5 回自然環境保全基礎調査 特定植物群落調査報告書」 

（環境庁、平成 12 年）            より作成 

 

 

表 3.1-18 葛尾村、浪江町の植物群落レッドデータ・ブック指定状況 

市町村名 群落名 ランク 

浪江町 塩浸のアカマツ林 1 

注：選定基準は以下のとおりである。 

ランク 1：要注意（当面、新たな保護対策は必要ない） 

 

「植物群落レッドデータブック」（NACS－J,WWF Japan、平成 8 年） 

より作成 
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図 3.1-15 特定植物群落の位置  

「第 5 回自然環境保全基礎調査 特定植物群落

調査報告書」（環境庁、平成 12 年） 

「平成 27 年東北地方太平洋沿岸地域 植生・海

域等調査 調査報告書」（環境省、平成 28 年） 

より作成 
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(4)巨樹・巨木林・天然記念物 

対象事業実施区域及びその周囲には、天然記念物に指定されている樹木や樹林はない。 

また、対象事業実施区域及びその周囲には、「第 4 回自然環境保全基礎調査 －日本の巨

樹・巨木林－」（環境庁、平成 3 年）、「第 4 回自然環境保全基礎調査－福島県自然環境情報

図－」（環境庁、平成 7 年）、「第 6 回自然環境保全基礎調査 巨樹・巨木林フォローアップ

調査報告書」（環境省、平成 13 年）及び「巨樹・巨木林調査データベース」に掲載されてい

る巨樹・巨木林はない。 
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3. 生態系の状況 

(1)環境類型区分 

対象事業実施区域及びその周囲の環境は、地形及び植生の状況から、表 3.1-19 のとおり、

山地自然林、山地二次林（落葉広葉樹林）、山地二次林（常緑針葉樹林）、植林、草地等、市街

地等の 6 つの環境類型に区分される。 

また、図 3.1-16 のとおり、主に山地に山地二次林（落葉広葉樹林）、山地二次林（常緑針葉

樹林）、植林が広がり、山地自然林、草地等が点在している。その他、低地の道路周辺等にわ

ずかに市街地等が分布している。 

なお、対象事業実施区域の環境類型は主に草地等、植林であり、一部に山地自然林、山地二

次林（落葉広葉樹林）、山地二次林（常緑針葉樹林）が分布している。 

 

表 3.1-19 環境類型区分の概要 

類型区分 主な地形 植生区分 

山地自然林 

山 地 

低 地 

スズタケ－ブナ群団、アスナロ群落、アカマツ群落 

山地二次林 

（落葉広葉樹林） 
カスミザクラ－コナラ群落 

山地二次林 

（常緑針葉樹林） 
アカマツ群落 

植林 常緑針葉樹植林、落葉針葉樹植林 

草地等 
伐跡群落（ブナクラス域代償植生）、畑地雑草群落、牧

草地、ゴルフ場、水田雑草群落 

市街地等 工場地帯、造成地 

注：植生区分は現存植生図（図 3.1-14 参照）による。 

 

  



 

3.1-46 

(92) 

 
図 3.1-16 環境類型区分  

生物多様性情報システム 自然環境保全デー
タベース「第 2～5 回植生調査重ね合わせ植
生（昭和 53 年～平成 10 年）」（環境省 HP、閲
覧：令和 2 年 5 月） 

より作成 
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(2)重要な自然環境のまとまりの場 

対象事業実施区域及びその周囲の自然環境について、重要な自然環境のまとまりの場の抽出

を行った。抽出された重要な自然環境のまとまりの場は表 3.1-20 及び図 3.1-17 のとおりであ

る。 

 

表 3.1-20 重要な自然環境のまとまりの場 

重要な自然環境の 

まとまりの場 
抽出理由 

保安林 

水源涵養林や土砂崩壊防止機能を有

する緑地等、地域において重要な機

能を有する自然環境である。 

自然植生 山地自然林 

環境省植生図によるスズタケ－ブナ

群団、アスナロ群落、アカマツ群落

に該当する植生である。 
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図 3.1-17 重要な自然環境のまとまりの場  

「国土数値情報（保安林データ）」（国土交通
省国土政策局国土情報課 HP）、「ふくしま森ま
っぷ」（福島県 HP、閲覧：令和 2 年 5 月）、生
物多様性情報システム 自然環境保全データベ
ース「第 2～5回植生調査重ね合わせ植生」（環
境省 HP、閲覧：令和 2 年 5 月）  より作成 
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3.1.6 景観及び人と自然との触れ合いの活動の場の状況 

1. 景観の状況 

対象事業実施区域は葛尾村と浪江町の境に位置する。山々に囲まれ、自然豊かな地域である。 

 

(1)主要な眺望点の分布及び概要 

対象事業実施区域及びその周囲の主要な眺望点としては、表 3.1-21 及び図 3.1-18 のとおり

である。 

 

表 3.1-21 主要な眺望点 

名 称 概    要 

懸の森 

南相馬市小高区の西端、原町区との境界に位置する。南相馬市小高区の

最高峰（標高 522m）でシンボル的な存在である。登山コースも幾つかあ

り、体力や時間に応じて選択できる。眺望ポイントからの太平洋の眺め

も見事である。 

五十人山 

田村市都路町と葛尾村にまたがり、標高は 883m ある。頂上付近には 2ha

程の芝生の広場があり、あたりには山ツツジが群生している。阿武隈高

原中部県立自然公園にも指定されている。 

手倉山 

浪江町と葛尾村の境、阿武隈高原中部県立自然公園内に位置する山であ

る。三角点があるのは標高 631m だが、周囲の展望が望めるのは、標高

611m の場所、もしくはその手前の神社周辺である。 

「懸の森山 紹介」（福島の山々HP、閲覧：令和 2 年 5 月） 

「ふくしまの旅 観光スポット」（福島県観光物産交流協会 HP、閲覧：令和 2 年 5 月） 

「町のプロフィール」（浪江町 HP、閲覧：令和 2 年 5 月）         より作成 
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図 3.1-18 主要な眺望点  

 「懸の森山 紹介」（福島の山々HP、閲覧：令和 2

年 5 月） 

「ふくしまの旅 観光スポット」（福島県観光物産

交流協会 HP、閲覧：令和 2 年 5 月） 

「町のプロフィール」（浪江町 HP、閲覧：令和 2

年 5 月）            より作成 



 

3.1-51 

(97) 

(2)景観資源 

「第 3 回自然環境保全基礎調査 福島県自然環境情報図」（環境庁、平成元年）による景観

資源は、表 3.1-22 及び図 3.1-19 のとおりである。 

 

表 3.1-22 景観資源 

区 分 名 称 

大断層崖 双葉断層 

非火山性孤峰 

八丈石山 

五十人山 

手倉山 

峡谷・渓谷 
室原川渓谷 

高瀬川渓谷 

滝 行司ヶ滝 

〔「第 3 回自然環境保全基礎調査 自然環境情報図」（環境庁、平成元年）より作成〕 
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図 3.1-19 景観資源の状況  

「第 3 回自然環境保全基礎調査 自然環境情報
図」（環境庁、平成元年）より作成 
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2. 人と自然との触れ合いの活動の場の状況 

対象事業実施区域及びその周囲における、人と自然との触れ合いの活動の場の状況は表

3.1-23 及び図 3.1-20 のとおりである。 

 

表 3.1-23 人と自然との触れ合いの活動の場 

名 称 概    要 

小出谷の坂 

主要地方道 50 号 浪江三春線の坂道で、四季折々の美しさを醸し出している

地点。やわらかな新緑に包まれる春、一山ごとに紅葉する美しさ、冬はツー

トンカラーの世界を楽しむことができる。 

〔「あぶくま里山王国」（福島県阿武隈地域振興協議会 HP、閲覧：令和 2 年 5 月）より作成〕 
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図 3.1-20 人と自然との触れ合いの活動の場の状況  

「あぶくま里山王国」（福島県阿武隈地域

振興協議会 HP、閲覧：令和 2 年 5 月） 

より作成 
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3.1.7 一般環境中の放射性物質の状況 

対象事業実施区域及びその周囲における、放射線量、土壌及び公共用水域の放射性物質濃度

測定結果は表 3.1-24～表 3.1-26及び図 3.1-21のとおりである。放射線量は年々減少傾向にあ

る。 

また、「降下物モニタリング結果情報」（福島県 HP、閲覧：令和 2年 5月）によると、毎月、

降下物の測定が行われており、その結果は表 3.1-27 及び図 3.1-21 のとおりである。 

さらに、住民が飲用する沢水等の放射性物質濃度を確認するため、モニタリングが実施され

ており、その結果は表 3.1-28 のとおりである。検出割合は年々減少しており、平成 29 年度は

全測定地点で放射性セシウムは検出されなかった。 

なお、放射線量は各地点の各年度平均値、土壌及び公共用水域の放射性物質濃度測定結果及

び沢水モニタリングの測定結果は最新の測定日の結果、降下物モニタリング結果は月間値の年

間合計を示す。 

 

表 3.1-24 放射線量測定結果 

（単位：µSv/h） 

市町村 番号 測定機器 調査地点 
平均値 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

葛尾村 

K1 空間線量 かげ広谷地バス停付近 0.879 0.771 0.681 

K2 可搬 広谷地集会所 0.164 0.156 0.145 

K3 空間線量 大笹行政区掲示板付近 0.157 0.136 0.127 

K4 可搬 大笹集会所 0.119 0.107 0.102 

K5 固定 夏湯局 0.156 0.144 0.131 

K6 空間線量 野行集会所近傍 2.038 1.814 1.587 

K7 空間線量 岩角・野行行政区境 0.557 0.508 0.366 

K8 空間線量 木取場入口バス停付近 3.488 3.112 2.694 

K9 空間線量 旧岩角集会所敷地内 0.273 0.258 0.243 

K10 空間線量 葛尾村 K6 地点 0.939 0.806 0.709 

浪江町 

N1 可搬 赤宇木集会所 2.793 2.541 2.153 

N2 可搬 南下コミュニティーセンター 2.246 2.035 1.873 

N3 固定 南津島局 1.280 1.096 0.973 

N4 可搬 南津島下冷田 1 2.940 2.477 1.700 

N5 可搬 南津島下冷田 2 3.865 3.513 3.069 

N6 可搬 南津島広谷地 1.347 1.225 1.095 

N7 可搬 昼曽根屯所 4.309 3.919 3.400 

N8 可搬 大柿簡易郵便局（葛尾村営バス停脇） 4.932 4.330 3.489 

注：1．番号は図 3.1-21 に対応している。 

2．固定型や可搬型モニタリングポストは、空気吸収線量率マイクログレイ毎時で測定しており、出典元では、

環境放射線モニタリング指針（原子力安全委員会）に基づき、1 マイクログレイ毎時＝1 マイクロシーベ

ルト毎時として換算し、実効線量を表示している。 

〔「放射線モニタリング情報」（原子力規制委員会 HP、閲覧：令和 2 年 5 月）より作成〕 
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表 3.1-25 土壌における放射性物質濃度測定結果 

地点 市町村 試料採取日時 

放射性物質濃度（Bq/kg） 

Cs-134 

（セシウム 134） 

Cs-137 

（セシウム 137） 

A 浪江町 令和元年 10 月 9 日 1,600 ± 22 25,000 ± 80 

B 葛尾村 令和元年 10 月 10 日 1,100 ± 19 16,000 ± 68 

注：地点記号は図 3.1-21 に対応している。 

「放射線モニタリング情報 土壌試料の測定結果」（原子力規制委員会 HP、閲覧：令和 2 年 5 月） 

より作成 

 

表 3.1-26 公共用水域における放射性物質濃度測定結果 

市町村 採取地点名 種別 試料採取日時 

放射性物質濃度（Bq/kg） 

Cs-134 

(セシウム 134) 

Cs-137 

(セシウム 137) 

浪江町 小阿久登 湖沼・水源地 平成 30 年 12 月 15 日 <0.76 <0.74 

注：「<」は検出下限値未満を示す。 

〔「公共用水域放射性物質モニタリング調査結果」（環境省 HP、閲覧：令和 2 年 5 月）より作成〕 

 

表 3.1-27 降下物環境放射能測定結果（平成 28 年度） 

市町村 地点名 

放射性物質濃度（Bq/m2） 

Cs-134 

（セシウム 134） 

Cs-137 

（セシウム 137） 

葛尾村 柏原 106.3 586 

〔「平成 28 年度月間降下物環境放射能測定結果（速報）」（福島県 HP、閲覧：令和 2 年 5 月）より作成〕 

 

表 3.1-28 沢水モニタリングの測定結果（平成 30 年 2 月） 

市町村 地点名 採取日 
放射性物質濃度（Bq/L） 

Cs-134 Cs-137 

葛尾村 葛尾 平成 30 年 2 月 7 日 不検出 不検出 

浪江町 

南津島 － － － 

赤宇木 平成 30 年 2 月 7 日 不検出 不検出 

注：1.不検出とは、検出限界（1.0 Bq/L）未満を示す。 

2.「南津島」は渇水のため採取されていない。 

〔「沢水モニタリングの測定結果」（環境省 HP、閲覧：令和 2 年 5 月）より作成〕 
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図 3.1-21 放射線量、土壌及び公共用水域の放射性物質濃度測定地点 

「放射線モニタリング情報」（原子力規制委員会

HP）、「放射線モニタリング情報 土壌試料の測定結

果」（原子力規制委員会 HP）、「公共用水域放射性物

質モニタリング調査結果」（環境省 HP）、「ふくしま

復興ステーション」（福島県 HP）「沢水モニタリン

グの測定結果」（環境省 HP）、（各 HP、閲覧：令和 2

年 5月） 

       より作成 
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3.2 社会的状況 

3.2.1 人口及び産業の状況 

1. 人口の状況 

対象事業実施区域及びその周囲の自治体（葛尾村及び浪江町）及び福島県における人口及び

世帯数の推移は、表 3.2-1 及び図 3.2-1 のとおりである。 

葛尾村、浪江町において、平成 27 年では人口が減少している。 

 

表 3.2-1 人口及び世帯数の推移（平成 17、22、27 年） 

区 分 年 
人口（人） 総世帯数 

（世帯） 総 数 男 女 

葛尾村 

平成 17 年 1,625 848 777 459 

平成 22 年 1,531 808 723 470 

平成 27 年 1,480 760 720 451 

浪江町 

平成 17 年 21,615 10,491 11,124 6,984 

平成 22 年 20,905 10,189 10,716 7,176 

平成 27 年 18,777 9,132 9,645 7,053 

福島県 

平成 17 年 2,091,319 1,016,724 1,074,595 709,644 

平成 22 年 2,029,064 984,682 1,044,382 720,794 

平成 27 年 1,953,699 956,881 996,818 774,515 

「平成 17 年、22 年国勢調査結果」（総務省統計局） 

「【総計】平成 28 年住民基本台帳人口・世帯数、平成 27 年度人口動態（市区町村別）」（総務省、平成

28 年）                                     より作成 

「平成 17 年、22 年国勢調査結果」（総務省統計局） 

「【総計】平成 28 年住民基本台帳人口・世帯数、平成 27 年度人口動態（市区町村別）」（総務省、平

成 28 年）                                    より作成 

図 3.2-1 人口及び世帯数の推移（平成 17、22、27 年）  
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2. 産業の状況 

対象事業実施区域及びその周囲の自治体及び福島県における、平成 27 年 10 月 1 日現在の産

業別就業者数及び割合は表 3.2-2 のとおりである。 

葛尾村、浪江町における産業別就業者割合は、第二次産業の占める割合が最も高い。 

 

表 3.2-2 産業別就業者数及び割合（平成 27 年 10 月 1 日現在） 

（単位：人、斜字は％） 

産 業 葛尾村 浪江町 福島県 

第一次産業 11 (1.1) 12 (0.8) 59,831 (6.4) 

 農 業 5  9  56,686  

 林 業 6  －  2,171  

 漁 業 －  3  974  

第二次産業 532 (54.8) 838 (52.5) 275,844 (29.7) 

 鉱業、採石業、砂利採取業 －  －  510  

 建設業 525  795  104,538  

 製造業 7  43  170,796  

第三次産業 419 (43.2) 730 (45.7) 558,581 (60.0) 

 電気・ガス・熱供給・水道業 5  5  8,523  

 情報通信業 －  －  8,296  

 運輸業、郵便業 8  14  40,311  

 卸売業、小売業 12  49  128,673  

 金融業、保険業 －  －  16,858  

 不動産業、物品賃貸業 2  6  10,957  

 学術研究、専門・技術サービス業 20  48  22,452  

 宿泊業、飲食サービス業 －  5  47,140  

 生活関連サービス業、娯楽業 －  6  31,482  

 教育、学習支援業 2  10  37,615  

 医療、福祉 1  9  103,555  

 複合サービス事業 －  1  10,270  

 
サービス業（他に分類されないも

の） 
352  465  58,476  

 公務（他に分類されるものを除く） 17  112  33,973  

分類不能の産業 9 （0.9） 17 （1.1） 35,955 （3.9） 

総 数 971 1,597 930,211 

注：1．分類不能の産業とは、産業分類上いずれの項目にも分類し得ない事業所をいう。 

2．「－」は該当数字がないものを示す。 

3．割合は四捨五入を行っているため、個々の項目の合計と総数が一致しない場合がある。 

〔「平成 27 年 国勢調査結果」（総務省統計局）より作成〕 
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(1)農 業 

対象事業実施区域及びその周囲の自治体及び福島県における、平成 27 年の主要な販売目的

の作物作付（栽培）経営体数は表 3.2-3 のとおりである。 

 

表 3.2-3 主要な農作物作付（栽培）経営体数（平成 27 年） 

（単位：経営体） 

種 類 葛尾村 浪江町 福島県 

稲 － － 43,929 

麦 類 － － 158 

雑 穀 － － 3,076 

いも類 － － 4,353 

豆 類 － － 3,092 

工芸農作物 － － 603 

野菜類 － － 14,038 

花き類・花木 － － 1,543 

その他の作物 － － 1,376 

注：「－」は、調査を行ったが事実のないものを示す。 

〔「農林業センサス 2015」（農林水産省 HP、閲覧：令和 2 年 5 月）より作成〕 

 

(2)林 業 

対象事業実施区域及びその周囲の自治体及び福島県における、平成 27 年 2 月 1 日現在の所

有形態別林野面積は表 3.2-4 のとおりである。 

林野面積は、葛尾村では 6,910ha、浪江町では 16,064ha である。 

 

表 3.2-4 所有形態別林野面積（平成 27 年 2 月 1 日現在） 

（単位：ha） 

区 分 
林野 

面積計 

国有林 民有林 

小 計 林野庁 
その他 

官庁 
小 計 

独立行政 

法人等 
公有林 私有林 

葛尾村 6,910 4,905 4,905 － 2,005 － 436 1,569 

浪江町 16,064 11,587 11,584 3 4,477 － 246 4,231 

福島県 943,762 373,963 371,759 2,204 569,799 13,004 95,386 461,409 

注：「－」は、調査を行ったが事実のないものを示す。 

〔「農林業センサス 2015」（農林水産省 HP、閲覧：令和 2 年 5 月）より作成〕 
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(3)商 業 

対象事業実施区域及びその周囲の自治体及び福島県における、平成 28 年 6 月 1 日現在の事

業所数及び従業者数、並びに平成 27 年の年間商品販売額の状況は表 3.2-5 のとおりである。 
 

表 3.2-5 商業の状況 

業 種 区 分 葛尾村 浪江町 福島県 

卸売業 

事業所数(事業所) － － 4,077 

従業者数(人) － － 32,365 

年間商品販売額(百万円) － － 2,522,021 

小売業 

事業所数(事業所) － 1 14,551 

従業者数(人) － 22 97,391 

年間商品販売額(百万円) － ｘ 2,109,721 

合 計 

事業所数(事業所) － 1 18,628 

従業者数(人) － 22 129,756 

年間商品販売額(百万円) － ｘ 4,631,742 

注：1．事業所数及び従業者数は平成 28 年 6 月 1 日現在、年間商品販売額は平成 27 年 1 年間の数値

である。 

2．「－」は調査を行ったが事実のないものを示す。 

3．「ｘ」は事業所数が 1 であり、申告者の秘密が漏れるおそれがあるため秘匿した箇所である。 

〔「平成 28 年経済センサス－活動調査」（総務省 HP、閲覧：令和 2 年 5 月）より作成〕 

 

(4)工 業 

対象事業実施区域及びその周囲の自治体及び福島県における、平成 30 年 6 月 1 日現在の事

業所数及び従業者数、並びに平成 29 年の製造品出荷額等の状況は表 3.2-6 のとおりである。 

製造品出荷額等は、浪江町では 34,129 万円である。 
 

表 3.2-6 工業の状況（従業員 4 人以上） 

区 分 葛尾村 浪江町 福島県 

事業所数(事業所) 1 3 3,559 

従業者数(人) 5 34 158,584 

製造品出荷額等(万円) ｘ 34,129 512,037,545 

注：1．事業所数及び従業者数は平成 30 年 6 月 1 日現在、製造品出荷額等は平成 29 年 1 年間の数値で

ある。 

2．「ｘ」は事業所数が 1 または 2 であり、申告者の秘密が漏れるおそれがあるため秘匿した箇所で

ある。 

3．工業統計調査の範囲は、日本標準産業分類（平成 25 年総務省告示第 405 号）に掲げる「大分類

Ｅ－製造業」に属する事業所（調査困難地域（東日本大震災の影響により工業統計調査の実施

が困難な地域として経済産業大臣の定める地域）にある事業所、国に属する事業所及び従業者

3 人以下の事業所を除く）を調査の対象としている。 

〔「平成 30（2018）年工業統計調査[平成 30 年確報 地域別統計表]」（経済産業省、令和 2 年）より作成〕 
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3.2.2 土地利用の状況 

1. 土地利用の状況 

対象事業実施区域及びその周囲の自治体及び福島県における、地目別土地利用の現況は表

3.2-7及び図 3.2-2のとおりである。その他を除くと、葛尾村で 22.7％、浪江町で 67.3％とと

もに山林が多くなっている。 

 

表 3.2-7 地目別土地利用の現況（平成 30 年 1 月 1 日） 

（単位：千 m2） 

区 分 田 畑 宅 地 鉱泉地 池 沼 山 林 牧場 原 野 雑種地 その他 総数 

葛尾村 
2,680 2,866 627 － 1 19,119 1,161 2,457 517 54,943 84,370 

3.2％ 3.4％ 0.7％ － 0.0％ 22.7％ 1.4％ 2.9％ 0.6％ 65.1％ 100.0％ 

浪江町 
19,472 12,068 6,269 0 125 150,099 357 5,747 1,776 27,225 223,140 

8.7％ 5.4％ 2.8％ 0.0％ 0.1％ 67.3％ 0.2％ 2.6％ 0.8％ 12.2％ 100.0％ 

福島県 
1,112,903  768,088 489,052 6 56,894 6,571,762 44,878 390,044 299,627 4,066,276 13,799,531 

8.1％ 5.6％ 3.5％ 0.0％ 0.4％ 47.6％ 0.3％ 2.8％ 2.2％ 29.5％ 100.0％ 

注：1．「－」は該当数値のないことを示す。 

2．割合は四捨五入を行っているため、個々の項目の合計と総数が一致しない場合がある。 

3．資料：国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」（平成 30 年 10 月 1 日現在） 

福島県市町村財政課「固定資産概要調書（土地）」（平成 30 年 1 月 1 日現在） 

〔「第 133 回福島県統計年鑑 2019」（福島県 HP、閲覧：令和 2 年 5 月） より作成〕 

 

 

注：割合は四捨五入を行っているため、個々の項目の合計と総数が一致しない場合がある。  

〔「第 133 回福島県統計年鑑 2019」（福島県 HP、閲覧：令和 2 年 5 月） より作成〕 

図 3.2-2 地目別土地利用の現況（平成 30 年 1 月 1 日現在）  
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2. 土地利用規制の状況 

(1)土地利用計画に基づく地域の指定状況 

「国土利用計画法」（昭和 49 年法律第 92 号、最終改正：平成 29 年 4 月 26 日）に基づき定

められた、土地利用基本計画の各地域は次のとおりである。 

 

①  都市地域 

対象事業実施区域及びその周囲には都市地域はない。 

 

②  農業地域 

対象事業実施区域及びその周囲の農業地域は図 3.2-3 のとおりであり、対象事業実施区域

には農業地域が分布している。 

 

③  森林地域 

対象事業実施区域及びその周囲の森林地域は図 3.2-4 のとおりであり、対象事業実施区域

には森林地域が分布している。 

 

(2)都市計画用途地域 

対象事業実施区域及びその周囲には、「都市計画法」（昭和 43 年法律第 100 号、最終改正：

平成 30 年 4 月 25 日）に基づく用途地域の指定はない。 
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図 3.2-3 土地利用基本計画図（農業地域）  

「国土数値情報（農業地域データ）」（国土
交通省国土政策局国土情報課 HP、閲覧：令
和 2 年 5 月）         より作成 
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図 3.2-4 土地利用基本計画図（森林地域）  

「国土数値情報（森林地域データ）」（国土
交通省国土政策局国土情報課 HP、閲覧：令
和 2 年 5 月）         より作成 
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3.2.3 河川、湖沼及び海域の利用並びに地下水の利用の状況 

1. 河川及び湖沼の利用状況 

対象事業実施区域及びその周囲の河川について、表 3.2-8 及び図 3.2-5 のとおり漁業権が設

定されている。しかし、両漁業権が設定されている河川においては、福島第一原発事故による

放射能の影響により、現在は禁漁となっている。 

 

表 3.2-8 漁業権の内容（内水面漁業権） 

免許番号 
漁場の位置 

及び漁場の区域 
漁業名称 漁業の時期 漁業権者 

内共 

第 3 号 

太田川本流 

及び支流の区域 

こい、ふな、うぐい、うな

ぎ、わかさぎ漁業 

1月 1日 

～12 月 31日 

新田川・太田川 

漁業協同組合 
いわな、やまめ漁業 

4月 1日 

～9月 30日 

あゆ漁業 
6月 1日 

～12 月 31日 

内共 

第 4 号 

請戸川本流 

及び支流の区域 

こい、ふな、うぐい、うな

ぎ、わかさぎ漁業 

1 月 1 日 

～12 月 31 日 
室原川・高瀬川 

漁業協同組合 

泉田川漁業協同組合 

いわな、やまめ漁業 
4 月 1 日 

～9 月 30 日 

あゆ漁業 
6 月 1 日 

～12 月 31 日 

注：漁業権の存続期間は平成 25 年 9 月 1 日から平成 35 年 8 月 31 日である。 

〔「第五種共同漁業権免許（平成 25 年 9 月福島県報号外第六十一号別冊）」（福島県、平成 25 年）より作成〕 
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図 3.2-5 漁業権  

「第五種共同漁業権免許（平成 25 年 9 月福島県
報号外第六十一号別冊）」（福島県、平成 25 年） 

     より作成 



 

3.2-11 

(114) 

2. 地下水の利用状況 

対象事業実施区域及びその周囲における地下水の利用については、上水道事業で利用されて

おり、その取水状況は表 3.2-9 のとおりである。 

また、葛尾村の簡易水道の水源は地下水（浅井戸）であるが、平成 30 年度の給水人口は給

水区域が避難指示区域であったため、0 人としている（表 3.2-10）。 

 

表 3.2-9 上水道事業の年間取水量（平成 30 年度） 

事業 

主体名 

地表水 

（千 m3） 

地下水（千 m3） 湧水 

（千 m3） 

浄水受水 

（千 m3） 

合計 

（千 m3） 伏流水 浅井戸 深井戸 

浪江町 － － 1,122 － － － 1,122 

注：「－」は出典に記載のないことを示す。 

〔「平成 30 年度 福島県の水道」（福島県、令和 2 年）より作成〕 

 

表 3.2-10 簡易水道事業の年間取水量（平成 30 年度） 

施設名 
現在給水人口 

（人） 

年間取水量 

（m3） 
原水の種別 

葛尾村 落合地区 0 33,603 浅井戸 

〔「平成 30 年度 福島県の水道」（福島県、令和 2 年）より作成〕 
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3.2.4 交通の状況 

1. 陸上交通の状況 

対象事業実施区域及びその周囲における主要な道路の状況は図 3.2-6 のとおりであり、一般

国道 114 号及び主要地方道 50 号（浪江三春線）等があげられる。平成 27 年度の主要道路の交

通状況は、表 3.2-11 のとおりである。 

 

表 3.2-11 主要道路の交通状況（平成 27 年度） 

（単位：台） 

番号 路線名 道路の経路 
交通量 

（12 時間） 

交通量 

（24 時間） 

① 

一般国道 114 号 

一般国道 399 号～ 2,020 2,464 

② 原町浪江線～浪江三春線 3,299 4,091 

③ 
主要地方道 49 号 

（原町浪江線） 
南相馬市・浪江町境～一般国道 114 号 773 989 

④ 
主要地方道 50 号 

（浪江三春線） 
一般国道 114 号～落合浪江線 1,295 1,567 

⑤ 
一般県道 253 号 

（落合浪江線） 
浪江三春線～葛尾村・浪江町境 605 780 

注：1．表中の番号は、図 3.2-6 中の番号に対応している。 

2．12 時間及び 24 時間の観測時間帯は以下のとおりである。 

12 時間観測：午前 7 時～午後 7 時 

24 時間観測：午前 7 時～翌日午前 7 時 または 午前 0 時～翌日午前 0 時 

3．12 時間交通量は平成 22 年度交通量と平成 22 年度及び平成 27 年度ともに交通量を観測した区間からの推

計値である。 

4．24 時間交通量は推定した昼間 12 時間交通量と昼夜率及び夜間 12 時間大型車混入率を用いた推計値である。 

〔「平成 27 年度 道路交通センサス」（国土交通省 HP、閲覧：令和 2 年 5 月）より作成〕 
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図 3.2-6 主要道路の交通状況  

「平成 27年度 道路交通センサス」（国土交通
省 HP、閲覧：令和 2 年 5 月）  より作成 
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3.2.5 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況

及び住宅の配置の概況 

学校、病院、その他の環境の保全について配慮が特に必要な施設（以下「配慮が特に必要な

施設」という。）は、対象事業実施区域及びその周囲にはない。住宅等の分布状況は図 3.2-7

のとおりである。 

住宅等は対象事業実施区域の周囲に分布し、風力発電機から約 700m 離れた場所に最寄りの

住宅があるが、ここは国が設定する避難指示区域のうち、帰還困難区域である。国は避難指示

の解除について、詳細な区域や時期などを公表していないが、本事業では関係自治体及び近隣

の住民の方々の理解を得ながら事業を進めていくこととしている。 
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図 3.2-7 住宅等の状況  

 「国土地理院地図」（電子国土 Web、閲覧：令和

2 年 5 月） 

「避難指示区域の概念図」（経済産業省 HP、

閲覧：令和 2 年 5月）      より作成 
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3.2.6 下水道の整備の状況 

対象事業実施区域及びその周囲の自治体及び福島県における、下水道処理人口普及状況は表

3.2-12 のとおりである。 

平成 29 年度の下水道処理人口普及率は福島県で 53.3％となっている。 

 

表 3.2-12 下水道処理人口普及状況（平成 29 年度） 

区 分 行政人口（人） 処理人口（人） 下水道処理人口普及率（％） 

葛尾村 － － － 

浪江町 － － － 

福島県 1,843,923 982,843 53.3 

注：1．行政人口の値については、平成 30 年 3 月 31 日現在の住民基本台帳に基づいている。 

2．下水道処理人口普及率（％）＝処理人口／行政人口×100 

3．「－」は不明又は調査を欠く場合である。 

〔「第 133 回福島県統計年鑑 2019」（福島県 HP、閲覧：令和 2 年 5 月）より作成〕 
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3.2.7 廃棄物の状況 

1. 一般廃棄物の状況 

対象事業実施区域及びその周囲の自治体及び福島県における、一般廃棄物の状況は表

3.2-13 のとおりである。 

一般廃棄物の平成 30年度における総排出量は、葛尾村で 123t、浪江町で 735tとなっている。 

 

表 3.2-13 一般廃棄物の状況（平成 30 年度） 

区 分 

ご み 
総 排 
出 量 

 
自 家 
処理量 

ご み 
処理量 

 
中間処理後 
再生利用量 

最 終 
処分量 

リサイクル 
率 

計 画 
収集量 

直 接 
搬入量 

集 団 
回収量 

直 接 
資源化量 

（ t ） （ t ） （ t ） （ t ） （ t ） （ t ） （ t ） （ t ） （ t ） （ ％ ） 

葛尾村 123 120 3 0 0 123 0 1 26 0.8 

浪江町 735 707 28 0 0 735 0 33 131 4.5 

福島県 721,322 621,367 80,423 19,532 0 698,503 23,618 49,511 66,257 12.9 

注：リサイクル率 

＝（直接資源化量+中間処理後再生利用量+集団回収量）/（ごみ処理量+集団回収量）×100 

〔「一般廃棄物処理実態調査結果」（環境省 HP、閲覧：令和 2 年 5 月）より作成〕 

 

2. 産業廃棄物の状況 

福島県における平成 29 年度の産業廃棄物の状況は、表 3.2-14 のとおりである。 

また、対象事業実施区域から半径約 50km の範囲における、産業廃棄物の中間処理施設及び

最終処分場の分布状況は図 3.2-8、市町村別の施設数は表 3.2-15 のとおりである。平成 24 年

度現在、中間処理施設 130 か所、最終処分場 21 か所が分布している。 
 

表 3.2-14 産業廃棄物の状況（平成 29 年度） 

（単位：千 t / 年） 

県 排出量 減量化量 再生利用量 最終処分量 

福 島 県 7,844 3,343 3,956 544 

「平成 30年度 福島県産業廃棄物排出処理状況確認調査務報告書（平成 29年度実績）」（福島

県、平成 31年）                              より作成 
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表 3.2-15 中間処理施設及び最終処分場の分布状況（平成 24 年度） 

県 市町村 中間処理施設数 最終処分場数 

宮城県 

角田市 3 0 

山元町 1 0 

丸森町 2 0 

福島県 

福島市 19 5 

郡山市 10 1 

いわき市 5 0 

須賀川市 21 0 

相馬市 3 0 

二本松市 4 0 

田村市 1 0 

南相馬市 17 1 

伊達市 5 0 

本宮市 3 0 

桑折町 3 0 

川俣町 2 2 

大玉村 7 3 

鏡石町 1 0 

玉川村 4 0 

平田村 2 0 

小野町 0 4 

広野町 1 0 

富岡町 3 2 

川内村 1 0 

大熊町 6 0 

浪江町 4 0 

新地町 1 0 

飯舘村 1 3 

合 計 130 21 

「国土数値情報（廃棄物処理施設データ）」（国土交通省国土政策局国土情報課 HP、 

閲覧：令和 2 年 3 月）                      より作成 
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「国土数値情報（廃棄物処理施設データ）」（国土交通省国土政策局国土情報課 HP、 

閲覧：令和 2 年 4 月）                      より作成 

図 3.2-8 中間処理施設及び最終処分場の分布状況（平成 24 年度）  
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3.2.8 環境の保全を目的とする法令等により指定された地域その他の対象及び当該対

象に係る規制の内容その他の環境の保全に関する施策の内容 

1. 公害関係法令等 

(1)環境基準等 

①  大気汚染 

大気汚染に係る環境基準は、「環境基本法」（平成 5 年法律第 91 号、最終改正：平成 30 年

6 月 13 日）に基づき全国一律に定められており、その内容は表 3.2-16 のとおりである。 

 

表 3.2-16(1) 大気汚染に係る環境基準 

物 質 環境上の条件 

二酸化硫黄 
1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm 以下であり、かつ、1 時間値が 0.1ppm 以下であ
ること。 

一酸化炭素 
1 時間値の 1 日平均値が 10ppm 以下であり、かつ、1 時間値の 8 時間平均値が
20ppm 以下であること。 

浮遊粒子状物質 
1 時間値の 1 日平均値が 0.10mg/m3 以下であり、かつ、1 時間値が 0.20mg/m3 以下
であること。 

二酸化窒素 
1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内又はそれ以下であ
ること。 

光化学オキシダント 1 時間値が 0.06ppm 以下であること。 

微小粒子状物質 
1 年平均値が 15μg/m3 以下であり、かつ、1 日平均値が 35μg/m3 以下であるこ
と。 

備考 
1．環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については、適

用しない。 
2．浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が 10μm 以下のものをいう。 
3．二酸化窒素については、1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm までのゾーン内にある地域に

あっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ること
とならないよう努めるものとする。 

4．光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成
される酸化性物質（中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除
く。）をいう。 

5．微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が 2.5μm の粒子を 50％の割合で
分離できる分粒装置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。 

「大気の汚染に係る環境基準について」（昭和 48 年環境庁告示第 25 号、最終改正：平成 8 年 10 月 25 日） 

「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和 53 年環境庁告示第 38 号、最終改正：平成 8 年 10 月 25 日） 

「微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準について」（平成 21 年環境省告示第 33 号）より作成 

 

表 3.2-16(2) 大気汚染に係る環境基準（有害大気汚染物質） 

物 質 環境上の条件 

ベンゼン 1 年平均値が 0.003mg/m3以下であること。 

トリクロロエチレン 1 年平均値が 0.13mg/m3以下であること。 

テトラクロロエチレン 1 年平均値が 0.2mg/m3以下であること。 

ジクロロメタン 1 年平均値が 0.15mg/m3以下であること。 

備考 
1．環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、

適用しない。 
2．ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準は、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそ

れがある物質に係るものであることにかんがみ、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止さ
れるようにすることを旨として、その維持又は早期達成に努めるものとする。 

「ベンゼン等による大気の汚染に係る環境基準について」（平成 9 年環境庁告示第 4 号、最終改正：平

成 30 年 11 月 19 日）                                より作成  
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②  騒音 

騒音に係る環境基準は、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康

を保護するうえで維持されることが望ましい基準として、「環境基本法」（平成 5年法律第 91

号、最終改正：平成 30 年 6 月 13 日）に基づき、表 3.2-17 のとおり定められている。 

 

表 3.2-17(1) 騒音に係る環境基準（一般地域） 

地域の類型 
基準値 

昼 間（6:00～22:00） 夜 間（22:00～6:00） 

AA 50 デシベル以下 40 デシベル以下 

A 及び B 55 デシベル以下 45 デシベル以下 

C 60 デシベル以下 50 デシベル以下 

注：類型 AA；住宅地以上に特に静穏を必要とする療養施設、福祉施設、文教施設等の施設が集合して

設置されている地域（福島県内では指定地域なし） 

  類型 A；第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域、第 1 種中高層住居専用地域、第 2

種中高層住居専用地域及びこれに相当する地域 

  類型 B；第 1 種住居地域、第 2 種住居地域、準住居地域及びこれに相当する地域 

  類型 C；近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及びこれに相当する地域 

〔「騒音に係る環境基準について」（福島県 HP、閲覧：令和 2 年 5 月）より作成〕 

 

表 3.2-17(2) 騒音に係る環境基準（道路に面する地域） 

地域の区分 
基準値 

昼 間 
（6:00～22:00） 

夜 間 
（22:00～6:00） 

A 地域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に面する地域 60 デシベル以下 55 デシベル以下 

B 地域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に面する地域及
び C 地域のうち車線を有する道路に面する地域 

65 デシベル以下 60 デシベル以下 

〔「騒音に係る環境基準について」（福島県 HP、閲覧：令和 2 年 5 月）より作成〕 

 

表 3.2-17(3) 騒音に係る環境基準（幹線交通を担う道路に近接する空間） 

区分 

基準値 

昼 間 
（6:00～22:00） 

夜 間 
（22:00～6:00） 

幹線交通を担う道路に近接する空間 70 デシベル以下 65 デシベル以下 

注：「幹線交通を担う道路に近接する空間」は次の車線数区分に応じ、道路端から距離よりその範囲

が特定されている。 

・2 車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路：15m 

・2 車線を超える車線を有する幹線交通を担う道路：20m 

〔「騒音に係る環境基準について」（福島県 HP、閲覧：令和 2 年 5 月）より作成〕 
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③  水質汚濁 

公共用水域と地下水の水質に係る環境基準は、「環境基本法」（平成 5 年法律第 91 号、最

終改正：平成 30 年 6 月 13 日）に基づき定められている。 

環境基準のうち、「人の健康の保護に関する環境基準」は、表 3.2-18 のとおりであり、全

公共用水域について一律に定められている。 

「生活環境の保全に関する環境基準」は、表 3.2-19～表 3.2-21 のとおりであり、河川、

湖沼、海域ごとに利用目的に応じた水域類型が設けられ、基準値が定められている。 

対象事業実施区域及びその周囲においては図 3.2-9 のとおりであり、請戸川について、

BOD等に係るものは「A類型」、水生生物の保全に係るものは「生物A類型」に指定されている。 

なお、「地下水の水質汚濁に係る環境基準」は表 3.2-22 のとおり定められている。 
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表 3.2-18 人の健康の保護に関する環境基準 

項  目 基 準 値 

カドミウム 0.003 mg/L 以下 

全シアン 検出されないこと 

鉛 0.01 mg/L 以下 

六価クロム 0.05 mg/L 以下 

砒素 0.01 mg/L 以下 

総水銀 0.0005 mg/L 以下 

アルキル水銀 検出されないこと 

PCB 検出されないこと 

ジクロロメタン 0.02 mg/L 以下 

四塩化炭素 0.002 mg/L 以下 

1,2-ジクロロエタン 0.004 mg/L 以下 

1,1-ジクロロエチレン 0.1  mg/L 以下 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04 mg/L 以下 

1,1,1-トリクロロエタン 1   mg/L 以下 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006 mg/L 以下 

トリクロロエチレン 0.01 mg/L 以下 

テトラクロロエチレン 0.01 mg/L 以下 

1,3-ジクロロプロペン 0.002 mg/L 以下 

チウラム 0.006 mg/L 以下 

シマジン 0.003 mg/L 以下 

チオベンカルブ 0.02 mg/L 以下 

ベンゼン 0.01 mg/L 以下 

セレン 0.01 mg/L 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10   mg/L 以下 

ふっ素 0.8  mg/L 以下 

ほう素 1   mg/L 以下 

1,4-ジオキサン 0.05 mg/L 以下 

備考 

1．基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とす

る。 

2．「検出されないこと」とは、定められた方法で測定した場合において、その結果が当該

方法の定量限界を下回ることをいう。 

3．海域については、ふっ素及びほう素の基準値は適用しない。 

4．硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6 に

より測定された硝酸イオンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと規格 43.1 により

測定された亜硝酸イオンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。 

「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年環境庁告示第 59 号、最終改正：令和 2

年 3 月 30 日）                             より作成 
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表 3.2-19(1) 生活環境の保全に関する環境基準（湖沼を除く河川） 

項目 

 

 
類型 

利用目的の適応性 

基   準   値 

水素イオン 

濃度(pH) 

生物化学的
酸素要求量
（BOD） 

浮遊物質量 

（SS） 

溶存酸素量
（DO） 

大腸菌群数 

AA 
水道 1 級 
自然環境保全 
及びＡ以下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 
8.5 以下 

1mg/L 以下 25mg/L 以下 
7.5mg/L 以

上 
50MPN/ 

100mL 以下 

A 

水道 2 級 
水産 1 級 
水  浴 
及び B 以下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 
8.5 以下 

2mg/L 以下 25mg/L 以下 
7.5mg/L 以

上 
1,000MPN/ 
100mL 以下 

B 
水道 3 級 
水産 2 級 
及び C 以下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 
8.5 以下 

3mg/L 以下 25mg/L 以下 5mg/L 以上 
5,000MPN/ 
100mL 以下 

C 

水産 3 級 
工業用水 1 級 
及び D 以下の欄に掲げるも
の 

6.5 以上 
8.5 以下 

5mg/L 以下 50mg/L 以下 5mg/L 以上 ― 

D 
工業用水 2 級 
農業用水及び 
E の欄に掲げるもの 

6.0 以上 
8.5 以下 

8mg/L 以下 100mg/L 以下 2mg/L 以上 ― 

E 
工業用水 3 級 
環境保全 

6.0 以上 
8.5 以下 

10mg/L 以下 
ごみ等の浮
遊が認めら
れないこと 

2mg/L 以上 ― 

備考 

1．基準値は、日間平均値とする。 

2．農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0 以上 7.5 以下、溶存酸素量 5mg/L 以上とする。 

注：1．自然環境保全：自然探勝等の環境保全 
2．水道 1 級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

水道 2 級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 
水道 3 級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

3．水産 1 級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産 2 級及び水産 3 級の水産生物用 
水産 2 級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用 
水産 3 級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用 

4．工業用水 1 級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 
工業用水 2 級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの 
工業用水 3 級：特殊の浄水操作を行うもの 

5．環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 

「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年環境庁告示第 59 号、最終改正：令和 2 年 3 月 30 日） 

より作成 

 

 

表 3.2-19(2)  生活環境の保全に関する環境基準（湖沼を除く河川） 

項目 

 

 
類型 

水生生物の生息状況の適応性 

基 準 値 

全亜鉛 
ノニルフェノー

ル 

直鎖アルキルベン
ゼンスルホン酸 

及びその塩 

生物 A 
イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生
生物及びこれらの餌生物が生息する水域 

0.03mg/L 以下 0.001mg／L 以下 0.03mg/L 以下 

生物特
A 

生物 A の水域のうち、生物 A の欄に掲げる水
生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育
場として特に保全が必要な水域 

0.03mg/L 以下 
0.0006mg／L 以

下 
0.02mg/L 以下 

生物 B 
コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及
びこれらの餌生物が生息する水域 

0.03mg/L 以下 0.002mg／L 以下 0.05mg/L 以下 

生物特
B 

生物 A 又は生物 B の水域のうち、生物 B の欄
に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼
稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 

0.03mg/L 以下 0.002mg／L 以下 0.04mg/L 以下 

備考：基準値は、年平均値とする。 

「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年環境庁告示第 59 号、最終改正：令和 2 年 3 月 30 日） 

より作成  
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表 3.2-20(1) 生活環境の保全に関する環境基準（湖沼） 

項目 

 
類型 

利用目的の適応性 

基   準   値 

水素イオン 
濃度(pH) 

化学的酸
素要求量
（COD） 

浮遊物質量 
（SS） 

溶存酸素量
（DO） 

大腸菌群数 

AA 

水道 1 級 
水産 1 級 
自然環境保全及び 
A 以下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 
8.5 以下 

1mg/L 以下 1mg/L 以下 7.5mg/L 以上 
50MPN/ 

100mL 以下 

A 

水道 2･3 級 
水産 2 級 
水  浴 
及び B 以下の欄に掲げるもの 

6.5 以上 
8.5 以下 

3mg/L 以下 5mg/L 以下 7.5mg/L 以上 
1,000MPN/ 
100mL 以下 

B 

水産 3 級 
工業用水 1 級 
農業用水 
及び C の欄に掲げるもの 

6.5 以上 
8.5 以下 

5mg/L 以下 15mg/L 以下 5mg/L 以上 ― 

C 
工業用水 2 級 
環境保全 

6.0 以上 
8.5 以下 

8mg/L 以下 

ごみ等の浮遊 

が認められ 

ないこと 

2mg/L 以上 ― 

備考 

1．湖沼とは、天然湖沼及び貯水量が 1,000 万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留期間が 4 日間以上

である人工湖をいう。 

2．基準値は、日間平均値とする。 

3．農業用利水点については、水素イオン濃度 6.0 以上 7.5 以下、溶存酸素量 5mg/L 以上とする。 

4．水産 1 級、水産 2 級及び水産 3 級については、当分の間、浮遊物質量の項目の基準値は適用しない。 

注：1．自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

2．水道 1 級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

水道 2･3 級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作、又は、前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

3．水産 1 級：ヒメマス等貧栄養湖型の水域の水産生物用並びに水産 2 級及び水産 3 級の水産生物用 

水産 2 級：サケ科魚類及びアユ等貧栄養湖型の水域の水産生物用及び水産 3 級の水産生物用 

水産 3 級：コイ・フナ等富栄養湖型の水域の水産生物用 

4．工業用水 1 級：沈殿等による通常の浄水操作を行うもの 

工業用水 2 級：薬品注入等による高度の浄水操作、又は、特殊な浄水操作を行うもの 

5．環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 

「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年環境庁告示第 59 号、最終改正：令和 2 年 3 月 30 日） 

            より作成 
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表 3.2-20(2) 生活環境の保全に関する環境基準（湖沼） 

項目 
類型 

利 用 目 的 の 適 応 性 
基 準 値 

全 窒 素 全  燐 

Ⅰ 自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの 0.1mg/L 以下 0.005mg/L 以下 

Ⅱ 

水道 1･2･3 級（特殊なものを除く。） 

水産１種 

水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの 

0.2mg/L 以下 0.01mg/L 以下 

Ⅲ 水道 3 級（特殊なもの）及びⅣ以下の欄に掲げるもの 0.4mg/L 以下 0.03mg/L 以下 

Ⅳ 水産 2 種及びⅤの欄に掲げるもの 0.6mg/L 以下 0.05mg/L 以下 

Ⅴ 

水産 3 種 

工業用水 

農業用水 

環境保全 

1 mg/L 以下 0.1mg/L 以下 

備考 

1．湖沼とは、天然湖沼及び貯水量が 1,000 万立方メートル以上であり、かつ、水の滞留期間が 4 日間以

上である人工湖をいう。 

2．基準値は、年間平均値とする。 

3．水域類型の指定は、湖沼植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある湖沼について行うもの

とし、全窒素の項目の基準値は、全窒素が湖沼植物プランクトンの増殖の要因となる湖沼について適

用する。 

4．農業用水については、全燐の項目の基準値は適用しない。 

注：1．自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

2．水道 1 級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの 

水道 2 級：沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの 

水道 3 級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの（「特殊なもの」とは、臭気物質の除去が可能 

な特殊な浄水操作を行うものをいう。） 

3．水産 1 種：サケ科魚類及びアユ等の水産生物用並びに水産 2 種及び水産 3 種の水産生物用 

水産 2 種：ワカサギ等の水産生物用及び水産 3 種の水産生物用 

水産 3 種：コイ、フナ等の水産生物用 

4．環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 

「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年環境庁告示第 59 号、最終改正：令和 2 年 3 月 30 日） 

            より作成 

  

表 3.2-20(3) 生活環境の保全に関する環境基準（湖沼） 

  項目 

 

 

類型 

水生生物の生息状況の適応性 

基 準 値 

全亜鉛 ノニルフェノール 

直鎖アルキルベ

ンゼンスルホン

酸及びその塩 

生 物 A 

イワナ、サケマス等比較的低温域を好む

水生生物及びこれらの餌生物が生息する

水域 

0.03mg/L 以下 0.001mg/L 以下 0.03mg/L 以下 

生物特 A 

生物 A の水域のうち、生物 A の欄に掲げ

る水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚

仔の生育場として特に保全が必要な水域 

0.03mg/L 以下 0.0006mg/L 以下 0.02mg/L 以下 

生 物 B 
コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生

物及びこれらの餌生物が生息する水域 
0.03mg/L 以下 0.002mg/L 以下 0.05mg/L 以下 

生物特 B 

生物 A 又は生物 B の水域のうち、生物 B

の欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖

場)又は幼稚仔の生育場として特に保全

が必要な水域 

0.03mg/L 以下 0.002mg/L 以下 0.04mg/L 以下 

備考：基準値は、年間平均値とする。 

「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年環境庁告示第 59 号、最終改正：令和 2 年 3 月 30 日） 

            より作成 
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表 3.2-20(4) 生活環境の保全に関する環境基準（湖沼） 

項目 

類型 
水生生物が生息・再生産する場の適応性 

基準値 

底層溶存酸素量 

生物 1 

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再

生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産

できる場を保全・再生する水域 

4.0mg/L 以上 

生物 2 

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息で

きる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い

水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 

3.0mg/L 以上 

生物 3 

生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再

生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産で

きる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域 

2.0mg/L 以上 

備考：基準値は、日間平均値とする。 

「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年環境庁告示第 59 号、最終改正：令和 2 年 3 月 30 日） 

            より作成 

 

表 3.2-21(1) 生活環境の保全に関する環境基準（海域） 

項目 

類型 
利用目的の適応性 

基   準   値 

水素イオン 
濃度(pH) 

化学的酸素 
要求量
(COD) 

溶存酸素量 
(DO) 

大腸菌群数 
n-ﾍｷｻﾝ抽出 
物質(油分

等) 

A 

水産 1 級 
水  浴 
自然環境保全及び 
B 以下の欄に掲げるもの 

7.8 以上 
8.3 以下 2mg/L 以下 7.5mg/L 以上 

1,000MPN/ 
100mL 以下 

検出されな
いこと 

B 
水産 2 級 
工業用水及び 
C の欄に掲げるもの 

7.8 以上 
8.3 以下 

3mg/L 以下 5mg/L 以上 ― 検出されな
いこと 

C 環 境 保 全 
7.0 以上 
8.3 以下 8mg/L 以下 2mg/L 以上 ― ― 

備考 
1．基準値は、日間平均値とする。 
2．水産 1 級のうち、生食用原料カキの養殖の利水点については、大腸菌群数 70MPN/100mL 以下とする。 

注：1．自然環境保全：自然探勝等の環境保全 
2．水産 1 級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産 2 級の水産生物用 

水産 2 級：ボラ、ノリ等の水産生物用 
3．環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度 

「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年環境庁告示第 59 号、最終改正：令和 2 年 3 月 30 日） 

            より作成 
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表 3.2-21(2) 生活環境の保全に関する環境基準（海域） 

項目 

類型 
利 用 目 的 の 適 応 性 

基 準 値 

全 窒 素 全  燐 

Ⅰ 
自然環境保全及びⅡ以下の欄に掲げるもの(水産 2 種及び 3 種
を除く。) 

0.2mg/L 以下 0.02mg/L 以下 

Ⅱ 
水産 1 種 
水浴及びⅢ以下の欄に掲げるもの(水産 2 種及び 3 種を除
く。) 

0.3mg/L 以下 0.03mg/L 以下 

Ⅲ 水産 2 種及びⅣの欄に掲げるもの(水産 3 種を除く。) 0.6mg/L 以下 0.05mg/L 以下 

Ⅳ 
水産 3 種 
工業用水 
生物生息環境保全 

1 mg/L 以下 0.09mg/L 以下 

備考 
1．基準値は、年間平均値とする。 
2．水域類型の指定は、海洋植物プランクトンの著しい増殖を生ずるおそれがある海域について行うものとす

る。 

注：1．自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

2．水産 1 種：底生魚介類を含め多様な水産生物がバランス良く、かつ、安定して漁獲される 

水産 2 種：一部の底生魚介類を除き、魚類を中心とした水産生物が多獲される 

水産 3 種：汚濁に強い特定の水産生物が主に漁獲される 

3．生物生息環境保全：年間を通じて底生生物が生息できる限度 

「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年環境庁告示第 59 号、最終改正：令和 2 年 3 月 30 日） 

            より作成 

  

表 3.2-21(3) 生活環境の保全に関する環境基準（海域） 

項目 
 

 
類型 

水生生物の生息状況の適応性 

基 準 値 

全亜鉛 ノニルフェノール 
直鎖アルキルベン
ゼンスルホン酸及

びその塩 

生 物 A 水生生物の生息する水域 0.02mg/L 以下 0.001mg/L 以下 0.01mg/L 以下 

生物特 A 

生物 A の水域のうち、水生生物の

産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育

場として特に保全が必要な水域 

0.01mg/L 以下 0.0007mg/L 以下 0.006mg/L 以下 

備考：基準値は、年間平均値とする。 

「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年環境庁告示第 59 号、最終改正：令和 2 年 3 月 30 日） 

            より作成 

  

表 3.2-21(4) 生活環境の保全に関する環境基準（海域） 

項目 

類型 
水生生物が生息・再生産する場の適応性 

基準値 

底層溶存酸素量 

生物 1 

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物が生息できる場を保全・再

生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い水生生物が再生産

できる場を保全・再生する水域 

4.0mg/L 以上 

生物 2 

生息段階において貧酸素耐性の低い水生生物を除き、水生生物が生息で

きる場を保全・再生する水域又は再生産段階において貧酸素耐性の低い

水生生物を除き、水生生物が再生産できる場を保全・再生する水域 

3.0mg/L 以上 

生物 3 

生息段階において貧酸素耐性の高い水生生物が生息できる場を保全・再

生する水域、再生産段階において貧酸素耐性の高い水生生物が再生産で

きる場を保全・再生する水域又は無生物域を解消する水域 

2.0mg/L 以上 

備考：基準値は、日間平均値とする。 

「水質汚濁に係る環境基準について」（昭和 46 年環境庁告示第 59 号、最終改正：令和 2 年 3 月 30 日） 

            より作成 
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図 3.2-9 水域の環境基準類型指定状況  

「水質年報（平成 30 年度）」（福島県、令和 2

年）              より作成 
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表 3.2-22 地下水の水質汚濁に係る環境基準 

項  目 基 準 値 

カドミウム 0.003mg/L 以下 

全シアン 検出されないこと 

鉛 0.01mg/L 以下 

六価クロム 0.05mg/L 以下 

砒素 0.01mg/L 以下 

総水銀 0.0005mg/L 以下 

アルキル水銀 検出されないこと 

PCB 検出されないこと 

ジクロロメタン 0.02mg/L 以下 

四塩化炭素 0.002mg/L 以下 

クロロエチレン 

（別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー） 
0.002mg/L 以下 

1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L 以下 

1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L 以下 

1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L 以下 

1,1,1-トリクロロエタン 1mg/L 以下 

1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L 以下 

トリクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

テトラクロロエチレン 0.01mg/L 以下 

1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L 以下 

チウラム 0.006mg/L 以下 

シマジン 0.003mg/L 以下 

チオベンカルブ 0.02mg/L 以下 

ベンゼン 0.01mg/L 以下 

セレン 0.01mg/L 以下 

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L 以下 

ふっ素 0.8mg/L 以下 

ほう素 1mg/L 以下 

1,4-ジオキサン 0.05mg/L 以下 

備考 

1．基準値は年間平均値とする。ただし、全シアンに係る基準値については、最高値とする。 

2．「検出されないこと」とは、定められた方法で測定した場合において、その結果が当該方法の定量限

界を下回ることをいう。 

3．硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の濃度は、規格 K0102 の 43.2.1、43.2.3、43.2.5 又は 43.2.6 により

測定された硝酸イオンの濃度に換算係数 0.2259 を乗じたものと規格 K0102 の 43.1 により測定され

た亜硝酸イオンの濃度に換算係数 0.3045 を乗じたものの和とする。 

4．1,2-ジクロロエチレンの濃度は、規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 により測定されたシス体の濃度

と規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 により測定されたトランス体の濃度の和とする。 

「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」（平成 9 年環境庁告示第 10 号、最終改正：令和 2 年 3 月

30 日）                                       より作成 

  



 

3.2-31 

(134) 

④  土壌汚染 

土壌汚染に係る環境基準は表 3.2-23 のとおりであり、「環境基本法」（平成 5 年法律第 91

号、平成 30 年 6 月 13 日）に基づき全国一律に定められている。 

 

表 3.2-23 土壌汚染に係る環境基準 

項  目 環 境 上 の 条 件 

カドミウム 
検液 1L につき 0.01mg 以下であり、かつ農用地においては米 1kg につき
0.4mg 以下であること。 

全シアン 検液中に検出されないこと。 

有機燐 検液中に検出されないこと。 

鉛 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

六価クロム 検液 1L につき 0.05mg 以下であること。 

砒素 
検液 1L につき 0.01mg 以下であり、かつ農用地（田に限る）において
は、土壌 1kg につき 15mg 未満であること。 

総水銀 検液 1L につき 0.0005mg 以下であること。 

アルキル水銀 検液中に検出されないこと。 

PCB 検液中に検出されないこと。 

銅 農用地（田に限る）において、土壌 1kg につき 125mg 未満であること。 

ジクロロメタン 検液 1L につき 0.02mg 以下であること。 

四塩化炭素 検液 1L につき 0.002mg 以下であること。 

クロロエチレン（別名塩化ビニ
ル又は塩化ビニルモノマー） 

検液 1L につき 0.002mg 以下であること。 

1,2-ジクロロエタン 検液 1L につき 0.004mg 以下であること。 

1,1-ジクロロエチレン 検液 1L につき 0.1mg 以下であること。 

1,2-ジクロロエチレン 検液 1L につき 0.04mg 以下であること。 

1,1,1-トリクロロエタン 検液 1L につき 1mg 以下であること。 

1,1,2-トリクロロエタン 検液 1L につき 0.006mg 以下であること。 

トリクロロエチレン 検液 1L につき 0.03mg 以下であること。 

テトラクロロエチレン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

1,3-ジクロロプロペン 検液 1L につき 0.002mg 以下であること。 

チウラム 検液 1L につき 0.006mg 以下であること。 

シマジン 検液 1L につき 0.003mg 以下であること。 

チオベンカルブ 検液 1L につき 0.02mg 以下であること。 

ベンゼン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

セレン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

ふっ素 検液 1L につき 0.8mg 以下であること。 

ほう素 検液 1L につき 1mg 以下であること。 

1,4-ジオキサン 検体 1L につき 0.05mg 以下であること。 

備考 
1．環境上の条件のうち検液中濃度に係るものにあっては付表に定める方法により検液を作成し、これを用

いて測定を行うものとする。 
2．カドミウム、鉛、六価クロム、砒（ひ）素、総水銀、セレン、ふっ素及びほう素に係る環境上の条件の

うち検液中濃度に係る値にあっては、汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地
下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水 1Ｌにつき 0.01mg、0.01mg、0.05mg、0.01mg、
0.0005mg、0.01mg、0.8mg及び 1mgを超えていない場合には、それぞれ検液 1Ｌにつき 0.03mg、0.03mg、
0.15mg、0.03mg、0.0015mg、0.03mg、2.4mg 及び 3mg とする。 

3．「検液中に検出されないこと」とは、定められた方法により測定した場合において、その結果が当該方
法の定量限界を下回ることをいう。 

4．有機燐とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPN をいう。 
5．1,2-ジクロロエチレンの濃度は、日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.2 より測定されたシス体の

濃度と日本産業規格 K0125 の 5.1、5.2 又は 5.3.1 により測定されたトランス体の濃度の和とする。 

「土壌の汚染に係る環境基準について」（平成 3 年環境庁告示第 46 号、最終改正：令和 2 年 4 月 2

日）                                     より作成 
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⑤  ダイオキシン類 

ダイオキシン類に係る環境基準は、「ダイオキシン類対策特別措置法」（平成 11 年法律第

105 号、最終改正：平成 26 年 6 月 18 日）に基づき、表 3.2-24 のとおり定められて。 

 

表 3.2-24 ダイオキシン類に係る環境基準 

媒 体 基準値 

大 気 0.6pg-TEQ/m3 以下であること        

水質（水底の底質を除く。） 1pg-TEQ/L  以下であること        

水底の底質   150pg-TEQ/g  以下であること        

土 壌 1,000pg-TEQ/g  以下であること        

備考 

1．基準値は、2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの毒性に換算した値とする。 

2．大気及び水質（水底の底質を除く。）の基準値は、年間平均値とする。 

3．土壌中に含まれるダイオキシン類をソックスレー抽出又は高圧流体抽出し、高分解能ガスクロ

マトグラフ質量分析計、ガスクロマトグラフ四重極形質量分析計又はガスクロマトグラフ三次

元四重極形質量分析計により測定する方法（土壌の測定方法を除く。以下「簡易測定方法」と

いう。）により測定した値（以下「簡易測定値」という。）に 2 を乗じた値を上限、簡易測定値

に 0.5 を乗じた値を下限とし、その範囲内の値をこの表の土壌の欄に掲げる測定方法により測

定した値とみなす。 

4．土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が

250pg-TEQ/g以上の場合、簡易測定方法により測定した場合にあっては、簡易測定値に 2を乗じ

た値が 250pg-TEQ/g 以上の場合）には、必要な調査を実施することとする。 

注：1．大気の汚染に係る環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していな

い地域又は場所については適用しない。 

2．水質の汚濁（水底の底質の汚染を除く。）に係る環境基準は、公共用水域及び地下水に

ついて適用する。 

3．水底の底質の汚染に係る環境基準は、公共用水域の水底の底質について適用する。 

4．土壌の汚染に係る環境基準は、廃棄物の埋立地その他の場所であって、外部から適切に

区別されている施設に係る土壌については適用しない。 

「ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の汚

染に係る環境基準について」（平成 11 年環境庁告示第 68 号、最終改正：令和 2 年 3 月 30 日） 

より作成 
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(2)規制基準等 

①  大気汚染 

いおう酸化物の一般排出基準については、「大気汚染防止法施行規則」（昭和 46 年厚生

省・通商産業省第 1 号、最終改正：令和 2 年 3 月 30 日）に基づき、地域の区分ごとに排出

基準（K値）が定められており、葛尾村及び浪江町は 17.5となっている。また、ばいじん、

有害物質の一般排出基準については、「大気汚染防止法」（昭和 43 年法律第 97 号、平成 29

年 6 月 2 日）に基づき、発生施設の種類、規模ごとに排出基準値が定められているが、本事

業ではそれらが適用されるばい煙発生施設は設置しない。 

 

②  騒音 

騒音の規制に関しては、「騒音規制法」（昭和 43 年法律第 98 号、平成 26 年 6 月 18 日）に

基づき、特定工場騒音に関する規制基準、特定建設作業に伴って発生する騒音に関する規制

基準が定められており、その基準は表 3.2-25(1)及び表 3.2-26(1)のとおりである。 

また、葛尾村及び浪江町は規制地域以外の地域であり、「騒音規制法」に基づき「福島県

生活環境の保全等に関する条例」（平成 8 年福島県条例第 32 号）によって、準拠すべき基準

が定められており、その基準は表 3.2-25(2)及び表 3.2-26(2)のとおりである。 

なお、自動車騒音の要請限度は表 3.2-27 のとおりである。 

 

表 3.2-25(1) 特定工場等において発生する騒音の規制基準 

時間の区分 
 
区域の区分 

朝 
（6:00～7:00） 

昼間 
（7:00～19:00） 

夕 
（19:00～22:00） 

夜間 
（22:00～6:00） 

第 1 種区域 
45 

デシベル 
50 

デシベル 
45 

デシベル 
40 

デシベル 

第 2 種区域 
50 

デシベル 
55 

デシベル 
50 

デシベル 
45 

デシベル 

第 3 種区域 
55 

デシベル 
60 

デシベル 
55 

デシベル 
50 

デシベル 

第 4 種区域 
60 

デシベル 
65 

デシベル 
60 

デシベル 
55 

デシベル 

備考：第 2 種区域、第 3 種区域、第 4 種区域内に所在する学校、保育所、病院、図書館、特別養護老

人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲 50 メートルの区域内における規制基準値

は、5 デシベルを減じた値とする。  

注：区域は、それぞれ次に定める区域とする。 

第 1 種区域；第 1 種低層住居専用地域及び第 2 種低層住居専用地域及びこれに相当する地域 

第 2 種区域；第 1 種中高層住居専用地域、第 2 種中高層住居専用地域、第 1 種住居地域、第 2 種

住居地域及び準住居地域及びこれに相当する地域 

第 3 種区域；近隣商業地域、商業地域及び準工業地域及びこれに相当する地域 

第 4 種区域；工業地域及びこれに相当する地域 

第 5 種区域；工業専用地域 

〔「騒音防止対策（工場・事業場の騒音）」（福島県 HP、閲覧：令和 2 年 5 月）より作成〕  
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表 3.2-25(2) 特定工場等において発生する騒音の基準 

（準拠すべき基準：福島県生活環境の保全等に関する条例） 
時間の区分 

 
区域の区分 

朝 
（6:00～7:00） 

昼間 
（7:00～19:00） 

夕 
（19:00～22:00） 

夜間 
（22:00～6:00） 

第 1 種区域 
45 

デシベル 
50 

デシベル 
45 

デシベル 
40 

デシベル 

第 2 種区域 
50 

デシベル 
55 

デシベル 
50 

デシベル 
45 

デシベル 

第 3 種区域 
55 

デシベル 
60 

デシベル 
55 

デシベル 
50 

デシベル 

第 4 種区域 
60 

デシベル 
65 

デシベル 
60 

デシベル 
55 

デシベル 

第 5 種区域 
70 

デシベル 
75 

デシベル 
70 

デシベル 
65 

デシベル 

備考：第 2 種区域、第 3 種区域、第 4 種区域内に所在する学校、保育所、病院、図書館、特別養護老

人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲 50 メートルの区域内における規制基準値

は、5 デシベルを減じた値とする。  

注：区域は、それぞれ次に定める区域とする。 

第 1 種区域；第 1 種低層住居専用地域及び第 2 種低層住居専用地域 

第 2 種区域；第 1 種中高層住居専用地域、第 2 種中高層住居専用地域、第 1 種住居地域、第 2 種

住居地域及び準住居地域 

第 3 種区域；近隣商業地域、商業地域及び準工業地域及びこれに相当する地域並びに用途地域

以外の地域 

第 4 種区域；工業地域 

第 5 種区域；工業専用地域 

〔「騒音防止対策（工場・事業場の騒音）」（福島県 HP、閲覧：令和 2 年 5 月）より作成〕 

 

表 3.2-26(1) 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制基準 

区域の区分 騒音レベル 作業禁止時間 
1 日当たり 
作業時間 

連続作業 
時間 

作業禁止日 

第 1 号区域 
85 デシベル 

以下 
19:00～7:00 10 時間以内 6 日以内 

日曜日 
休日 

第 2 号区域 
85 デシベル 

以下 
22:00～6:00 14 時間以内 6 日以内 

日曜日 
休日 

注：1．区域は、それぞれ次に定める区域とする。 

第 1 号区域；第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域、第 1 種中高層住居専用地域、

第 2 種中高層住居専用地域、第 1 種住居地域、第 2 種住居地域、準住居地域、近隣

商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域のうち、学校、保育所、病院、図書

館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園のおおむね 80m 以内の区域 

第 2 号区域；第 1 号区域を除く区域 

2．特定建設作業は次のとおりである。 

・くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業 

・びょう打機を使用する作業 ・さく岩機を使用する作業 

・空気圧縮機を使用する作業 

・コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業 

・バックホウを使用する作業 ・トラクターショベルを使用する作業 

・ブルドーザーを使用する作業 

〔「騒音防止対策（建設作業の騒音）」（福島県 HP、閲覧：令和 2 年 5 月）より作成〕 
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表 3.2-26(2) 特定建設作業に伴って発生するの騒音の基準 

（準拠すべき基準：福島県生活環境の保全等に関する条例） 

区域 騒音レベル 作業禁止時間 
1 日当たり 
作業時間 

連続作業 
時間 

作業禁止日 

福島県全域 
（騒音規制法の対象と 

なる工場または 
事業場を除く。） 

85 デシベル 
以下 

19:00～7:00 10 時間以内 6 日以内 
日曜日 
休日 

注：騒音指定建設作業は次のとおりである。 

・くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機を使用する作業 

・びょう打機を使用する作業 ・さく岩機を使用する作業 

・空気圧縮機を使用する作業 

・コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業 

・バックホウを使用する作業 ・トラクターショベルを使用する作業 

・ブルドーザーを使用する作業 

〔「騒音防止対策（建設作業の騒音）」（福島県 HP、閲覧：令和 2 年 5 月）より作成〕 

 

表 3.2-27 指定地域内における自動車騒音の要請限度 

時間の区分 

区域の区分 

昼間 

（6:00～

22:00） 

夜間 

（22:00～

6:00） 

a 区域及び b 区域のうち 1 車線を有する道路に面する区域 65 デシベル 55 デシベル 

a 区域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に面する区域 70 デシベル 65 デシベル 

b 区域のうち 2 車線以上の車線を有する道路に面する区域及び 

c 区域のうち車線を有する道路に面する区域 
75 デシベル 70 デシベル 

注：1．幹線交通を担う道路に近接する区域（2 車線以下の道路の敷地境界線から 15m、2 車線を越える

道路の敷地境界線から 20m まで）に係る限度は上表に係わらず、昼間においては 75 デシベル、

夜間においては 70 デシベルとする。 

2．区域は、それぞれ次に定める区域とする。 

a 区域；第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域、第 1 種中高層住居専用地域及び

第 2 種中高層住居専用地域及びそれに相当する地域 

b 区域；第 1 種住居地域、第 2 種住居地域、準住居地域及びそれに相当する地域 

c 区域；近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及びそれに相当する地域 

〔「騒音防止対策（自動車騒音に係る規制）」（福島県 HP、閲覧：令和 2 年 5 月）より作成〕 

 

③  振動 

振動の規制に関しては、「振動規制法」（昭和 51 年法律第 64 号、最終改正：平成 26 年 6

月 18 日）に基づき、規制地域を指定して特定工場等における事業活動及び建設工事に伴っ

て発生する振動の規制基準並びに道路交通振動の要請限度が定められている。 

振動に関する規制基準は表 3.2-28～表 3.2-30 のとおりである。 

また、葛尾村及び浪江町は規制地域以外の地域であり、「福島県生活環境の保全等に関す

る条例」（平成 8 年福島県条例第 32 号）の規定に基づき、「福島県振動防止対策指針」（平成

10 年福島県告示第 636 号）に準拠すべき基準が定められており、その基準は表 3.2-28(2)及

び表 3.2-29(2)のとおりである。 
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表 3.2-28(1) 特定工場等において発生する振動の規制基準 

規制種別 

区域 

昼 間 

（7:00～

19:00） 

夜 間 

（19:00～

7:00） 

地域の範囲 

第 1 種区域 60 デシベル 55 デシベル 

第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域、

第 1 種中高層住居専用地域、第 2 種中高層住居専用地

域、第 1 種住居地域、第 2 種住居地域、準住居地域 

第 2 種区域 65 デシベル 60 デシベル 
近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域相

当、工業専用地域 

注：学校、保育所、病院、、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の周囲おおむね

50m の区域内における規制基準は、5 デシベルを減じた値とする。 

〔「振動防止対策（工場・事業場の振動）」（福島県 HP、閲覧：令和 2 年 5 月）より作成〕 

 

表 3.2-28(2) 特定工場等において発生する振動の基準 

（準拠すべき基準・福島県生活環境の保全等に関する条例） 
種別 

 

区域 

昼 間 

（7:00～

19:00） 

夜 間 

（19:00～

7:00） 

地域の範囲 

第 1 種区域 60 デシベル 55 デシベル 

第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地

域、第 1 種中高層住居専用地域、第 2 種中高層住居

専用地域、第 1 種住居地域、第 2 種住居地域及び準

住居地域 

第 2 種区域 65 デシベル 60 デシベル 
近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

相当、工業専用地域並びに用途地域以外の地域 

備考：学校、保育所、病院、診療所、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の

周囲おおむね 50m の区域内における規制基準は、5 デシベルを減じた値とする。 

〔「振動防止対策（工場・事業場の振動）」（福島県 HP、閲覧：令和 2 年 5 月）より作成〕 

 

表 3.2-29(1) 特定建設作業に伴って発生する振動の規制基準 

規制種別 
区域 

基準値 作業禁止時間 
1 日当たり 
作業時間 

連続作業 
時間 

作業禁止日 

第 1 号区域 
75 

デシベル以下 

19:00～翌日 7:00 10 時間以内 
6 日以内 

日曜日 

休日 
第 2 号区域 22:00～翌日 6:00 14 時間以内 

注：1．第 1 号区域及び第 2 号区域とは、それぞれ次に定める区域とする。 

・第 1 号区域；第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地域、第 1 種中高層住居専用

地域、第 2 種中高層住居専用地域、第 1 種住居地域、第 2 種住居地域、準住

居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域のうち、学校、

保育所、病院、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の

おおむね 80m 以内の区域 

・第 2 号区域；第 1 号区域を除く区域 

2．振動規制法に基づく特定建設作業は次のとおりである。 

・くい打機使用する作業 ・くい抜機を使用する作業 ・くい打くい抜機を使用する作業 

・鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 

・舗装版破砕機を使用する作業 ・ブレーカーを使用する作業 

〔「振動防止対策（建設作業の振動）」（福島県 HP、閲覧：令和 2 年 5 月）より作成〕 
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表 3.2-29(2) 特定建設作業に伴って発生する振動の基準 

（準拠すべき基準・福島県生活環境の保全等に関する条例） 

規制種別 

区域 
基準値 作業禁止時間 

1 日当たり 

作業時間 

連続作業 

時間 
作業禁止日 

福島県全域 

（振動規制法の 

規制地域及び 

中核市を除く。） 

75 

デシベル以下 
19:00～7:00 10 時間以内 6 日以内 

日曜日 

休日 

注：特定建設作業は次のとおりである。 

・くい打機使用する作業 ・くい抜機を使用する作業 

・くい打くい抜機を使用する作業 

・鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 

・舗装版破砕機を使用する作業 ・ブレーカーを使用する作業 

〔「振動防止対策（建設作業の振動）」（福島県 HP、閲覧：令和 2 年 5 月）より作成〕 

 

表 3.2-30 道路交通振動の要請限度 

規制種別 

 

区域 

昼 間 

（7:00～

19:00） 

夜 間 

（19:00～

7:00） 

地域の範囲 

第 1 種区域 65 デシベル 60 デシベル 

第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専用地

域、第 1 種中高層住居専用地域、第 2 種中高層住居

専用地域、第 1 種住居地域、第 2 種住居地域、準住

居地域相当 

第 2 種区域 70 デシベル 65 デシベル 
近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

相当、工業専用地域 

〔「振動防止対策（道路交通振動に係る規制）」（福島県 HP、閲覧：令和 2 年 5 月）より作成〕 

 

④  水質汚濁 

対象事業実施区域及びその周囲における工場及び事業場からの排出水については、「水質

汚濁防止法」（昭和 45 年法律第 138 号、最終改正：平成 29 年 6 月 2 日）に基づき全国一律

の排水基準（有害物質 28 物質、その他の項目 15 項目）が表 3.2-31 のとおり、定められて

いる。 

福島県においては、「大気汚染防止法に基づく排出基準及び水質汚濁防止法に基づく排水

基準を定める条例」（昭和 50 年福島県条例第 18 号）により、上乗せ排水基準が定められて

いる。対象事業実施区域及びその周囲では、表 3.2-32 のとおり、上乗せ基準が定められて

いる。 

なお、本事業は水質汚濁防止法における特定施設に該当しないので、適用されない。 
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表 3.2-31(1) 水質汚濁に係る一律排水基準（有害物質） 

有 害 物 質 の 種 類 許 容 限 度 

カドミウム及びその化合物 0.03 mg/L 

シアン化合物 1 mg/L 

有機燐化合物（パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPN に限る。 ） 1 mg/L 

鉛及びその化合物 0.1 mg/L 

六価クロム化合物 0.5 mg/L 

砒素及びその化合物 0.1 mg/L 

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005 mg/L 

アルキル水銀化合物 検出されないこと 

ポリ塩化ビフェニル 0.003 mg/L 

トリクロロエチレン 0.1 mg/L 

テトラクロロエチレン 0.1 mg/L 

ジクロロメタン 0.2 mg/L 

四塩化炭素 0.02 mg/L 

1,2-ジクロロエタン 0.04 mg/L 

1,1-ジクロロエチレン 1 mg/L 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4 mg/L 

1,1,1-トリクロロエタン 3 mg/L 

1,1,2-トリクロロエタン 0.06 mg/L 

1,3-ジクロロプロペン 0.02 mg/L 

チウラム 0.06 mg/L 

シマジン 0.03 mg/L 

チオベンカルブ 0.2 mg/L 

ベンゼン 0.1 mg/L 

セレン及びその化合物 0.1 mg/L 

ほう素及びその化合物 
海域以外 10 mg/L 

海域 230 mg/L 

ふっ素及びその化合物 
海域以外 8 mg/L 

海域 15 mg/L 

アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 （※） 100 mg/L 

1,4-ジオキサン 0.5 mg/L 

備考 

1．「検出されないこと」とは、環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、

その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。 

2．砒素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する

法律施行令の一部を改正する政令（昭和 49 年政令第 363 号）の施行の際現にゆう出している温泉（温

泉法（昭和 23 年法律第 125 号、最終改正：平成 23 年 8 月 30 日）第 2 条第 1 項に規定するものをい

う。）を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。 

注：（※）は、アンモニア性窒素に 0.4 を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量を示す。 

〔「排水基準を定める省令」（昭和 46 年総理府令第 35 号、最終改正：令和元年 11 月 18 日）より作成〕 
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表 3.2-31(2) 水質汚濁に係る一律排水基準（その他の項目） 

項  目 許 容 限 度 

水素イオン濃度（pH） 
海域以外 5.8～8.6 

海域 5.0～9.0 

生物化学的酸素要求量（BOD） 160mg/L（日間平均 120mg/L） 

化学的酸素要求量（COD） 160mg/L（日間平均 120mg/L） 

浮遊物質量（SS） 200mg/L（日間平均 150mg/L） 

ノルマルへキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量） 5 mg/L 

ノルマルへキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量） 30 mg/L 

フェノール類含有量 5 mg/L 

銅含有量 3 mg/L 

亜鉛含有量 2 mg/L 

溶解性鉄含有量 10 mg/L 

溶解性マンガン含有量 10 mg/L 

クロム含有量 2 mg/L 

大腸菌群数 日間平均 3,000 個/cm3 

窒素含有量 120mg/L（日間平均 60mg/L） 

燐含有量  16mg/L（日間平均  8mg/L） 

備考 

1．「日間平均」による許容限度は、一日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。 

2．この表に掲げる排水基準は、一日当たりの平均的な排出水の量が 50m3 以上である工場又は事業場に係

る排出水について適用する。 

3．水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業（硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘

採する鉱業を含む。）に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。 

4．水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量

についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部

を改正する政令の施行の際現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水に

ついては、当分の間、適用しない。 

5．生物化学的酸素要求量（BOD）についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排

出水に限って適用し、化学的酸素要求量（COD）についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排

出水に限って適用する。 

6．窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがあ

る湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海

域（湖沼であって水の塩素イオン含有量が 1リットルにつき 9,000ミリグラムを超えるものを含む。以

下同じ。）として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って

適用する。 

7．燐(りん)含有量についての排水基準は、燐(りん)が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすお

それがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれ

がある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限っ

て適用する。 

※「環境大臣が定める湖沼」＝昭和 60 年環境庁告示第 27 号（窒素含有量又は燐含有量についての排水

基準に係る湖沼） 

「環境大臣が定める海域」＝平成 5 年環境庁告示第 67 号（窒素含有量又は燐含有量についての排水基

準に係る海域） 

〔「排水基準を定める省令」（昭和 46 年総理府令第 35 号、最終改正：令和元年 11 月 18 日）より作成〕 
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表 3.2-32 福島県における排水基準（上乗せ基準） 

（単位：mg/L） 

種類 施設の種類 

許容限度 

E 水域 

日間平均 最大 

シアン化合物 
水質汚濁防止法施行令別表第 1 に掲げる施設 

 0.5 

六価クロム化合物  0.2 

ふっ素及び 

その化合物 
水質汚濁防止法施行令別表第 1 に掲げる施設 30m3以上/日  10 

生物化学的 

酸素要求量 

下水道整備地

域に所在する

特定事業場に

係る施設 

下水道終末処理施設 30m3以上/日 20 － 

上欄に掲げる以外の施設 30m3以上/日 20 25 

その他の地域

に所在する特

定事業場に係

る施設 

畜産農業等に係る施設 10m3未満/日 － － 

食料品製、造業、紡績業、

繊維製品製、造業等に係る

施設に係る施設 

30m3以上 

1,000m3未満/日 
50 60 

1,000m3以上/日 20 25 

水産食料品製造業に係る施

設 

30m3以上 

1,000m3未満/日 
30 40 

1,000m3以上/日 20 25 

旅館業及び研究、試験、検

査業等に係る施設 
30m3以上/日 － － 

共同調理場、飲食業、病院

等に係る施設 
30m3以上/日 30 40 

と畜業等に係る施設 30m3以上/日 60 80 

し尿処理施設 30 － 

し尿浄化槽 30m3以上/日 30 － 

上欄に掲げる以外の施設 30m3以上/日 20 25 

浮遊物質量 

下水道整備地

域に所在する

特定事業場に

係る施設 

下水道終末処理施設 30m3以上/日 70 － 

上欄に掲げる以外の施設 30m3以上/日 50 70 

その他の地域

に所在する特

定事業場に係

る施設 

畜産農業等に係る施設 10m3以上/日 － － 

製造業等に係る施設 

30m3以上 

1,000m3未満/日 
60 70 

1,000m3以上/日 50 70 

水産食料品製造業に係る施

設 
30m3以上/日 50 70 

旅館業及び研究、試験、検

査業等に係る施設 
30m3以上/日 － － 

共同調理場、飲食業、病院

等に係る施設 
30m3以上/日 50 70 

と畜業等に係る施設 30m3以上/日 － － 

し尿処理施設 70 － 

し尿浄化槽 30m3以上/日 70 － 

上欄に掲げる以外の施設 30m3以上/日 50 70 

ノルマルヘキサン 

抽出物質含有量 

石油化学工業に係る施設、石油精製業に係る

施設及び廃油処理施設 
30m3以上/日  － 

水産食料品製造業に係る施設 30m3以上/日  10 

上欄に掲げる以外の施設 30m3以上/日  10 

フェノール類含有量 すべての施設 30m3以上/日  1 

銅含有量 
非鉄金属製造業に係る施設 30m3以上/日  1 

上欄に掲げる以外の施設 30m3以上/日  1 

亜鉛含有量 
非鉄金属製造業に係る施設 30m3以上/日  － 

上欄に掲げる以外の施設 30m3以上/日  － 

備考 

1．「－」は、省令第 1 条に規定する排水基準を適用することを示す。 

2．斜線は、上乗せ排水基準の設定がないことを示す。 

3．E 水域：相馬市、南相馬市、相馬郡及び双葉郡の地先海域並びにこれらに流入する公共用水域 

「大気汚染防止法に基づく排出基準及び水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例」 

（昭和 50 年福島県条例第 18 号）                    より作成  



 

3.2-41 

(144) 

⑤  悪臭 

悪臭の規制基準は、「悪臭防止法」（昭和 46 年法律第 91 号、最終改正：平成 23 年 8 月 30

日）に基づき県知事（市の区域内については市長）が「特定悪臭物質の濃度」又は「臭気指

数」いずれかの方法を採用し、次について定めるものとなっている。 
 

・第 1 号規制：敷地境界線における大気中の特定悪臭物質濃度（あるいは臭気指数）の許

容限度 

・第 2 号規制：煙突その他の気体排出口における排出気体中の特定悪臭物質濃度（あるい

は臭気指数・臭気排出強度）の許容限度 

・第 3 号規制：排出水中の特定悪臭物質濃度（あるいは臭気指数）の許容限度 

 

「悪臭防止法」に基づく特定悪臭物質の規制基準は表 3.2-33 のとおりである。 

「土地利用ハンドブック」（福島県、平成 30 年）によると、福島県においては 12 市 15 町

5 村で特定悪臭物質の濃度による規制、伊達市及び南相馬市おいては臭気指数による規制が

行われている。また、「福島県悪臭防止対策指針」（平成 10 年福島県告示第 636 号）による

と、県内全域（「悪臭防止法」に基づく臭気指数の規制地域及び中核市を除く。）について、

表 3.2-34 のとおり、臭気指数による準拠すべき基準が定められている。 

なお、対象事業実施区域及びその周囲においては、特定悪臭物質の濃度による規制地域

に浪江町が指定されている。 
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表 3.2-33(1) 悪臭防止法に基づく規制基準（特定悪臭物質：敷地境界） 

（単位：ppm） 

区域の区分 

特定悪臭物質 
A 区域 B 区域 C 区域 

アンモニア 1 2 5 

メチルメルカプタン 0.002 0.004 0.01 

硫化水素 0.02 0.06 0.2 

硫化メチル 0.01 0.05 0.2 

二硫化メチル 0.009 0.03 0.1 

トリメチルアミン 0.005 0.02 0.07 

アセトアルデヒド 0.05 0.1 0.5 

プロピオンアルデヒド 0.05 0.1 0.5 

ノルマルブチルアルデヒド 0.009 0.03 0.08 

イソブチルアルデヒド 0.02 0.07 0.2 

ノルマルバレルアルデヒド 0.009 0.02 0.05 

イソバレルアルデヒド 0.003 0.006 0.01 

イソブタノール 0.9 4 20 

酢酸エチル 3 7 20 

メチルイソブチルケトン 1 3 6 

トルエン 10 30 60 

スチレン 0.4 0.8 2 

キシレン 1 2 5 

プロピオン酸 0.03 0.07 0.2 

ノルマル酪酸 0.001 0.002 0.006 

ノルマル吉草酸 0.0009 0.002 0.004 

イソ吉草酸 0.001 0.004 0.01 

注：浪江町の区域は、それぞれ次に定める区域とする。 

A 区域；第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び近隣商業地域 

B 区域；商業地域及び準工業地域 

C 区域；工業地域及び工業専用地域 

〔「福島県における悪臭防止対策について」（福島県 HP、閲覧：令和 2 年 5 月）より作成〕 
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表 3.2-33(2) 悪臭防止法に基づく規制基準（特定悪臭物質：排出口） 

事業場の煙突その他の気体排出口における許容限度 

1 特定悪臭物質（メチルメルカブタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プ

ロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。）の種類ごとに、次の式により

算出した流量とする。 

q＝0.108×He2×Cm 

q：悪臭物質の流量（0℃、1 気圧換算の m3/時） 

He：補正された排出口の高さ（m） 

Cm：敷地境界における規制基準（ppm） 

補正された排出口の高さ（He）が 5 メートル未満となる場合については、この式は適用しない。 

2 排出口の高さの補正は、次の算式により行う。 

 He＝Ho＋0.65（Hm＋Ht） 

Hm＝（0.795・√（Q・V））／（1＋（2.58／V）） 

Ht＝2.01×10-3・Q・（Ｔ－288）・｛2.30×logＪ＋（1／J）－1｝ 

J＝（1／√（Q・V））×｛1460-296×（V／（Ｔ－288））｝＋1 

He：補正された排出口の高さ（m） 

Ho：排出口の実高さ（m） 

Q：温度 15 度における排出ガスの流量（m3/秒） 

V：排出ガスの排出速度（m/秒） 

T：排出ガスの温度（絶対温度） 

〔「悪臭防止法施行規則」（昭和 47 年総理府令第 39 号、最終改正：令和 2 年 3 月 30 日）より作成〕 

 

表 3.2-33(3) 悪臭防止法に基づく規制基準（特定悪臭物質：排出水） 

（単位：mg/L） 

特定悪臭物質 
事業場から敷地外に 

排出される排出水の量 

許容限度 

A 区域 B 区域 C 区域 

メチルメルカプタン 

0.001m3/s 以下の場合 0.03 0.06 0.2 

0.001m3/s を超え、0.1m3/s 以下の場合 0.007 0.01 0.03 

0.1m3/s を超える場合 0.002 0.003 0.007 

硫化水素 

0.001m3/s 以下の場合 0.1 0.3 1 

0.001m3/s を超え、0.1m3/s 以下の場合 0.02 0.07 0.2 

0.1m3/s を超える場合 0.005 0.02 0.05 

硫化メチル 

0.001m3/s 以下の場合 0.3 2 6 

0.001m3/s を超え、0.1m3/s 以下の場合 0.07 0.3 1 

0.1m3/s を超える場合 0.01 0.07 0.3 

二硫化メチル 

0.001m3/s 以下の場合 0.6 2 6 

0.001m3/s を超え、0.1m3/s 以下の場合 0.1 0.4 1 

0.1m3/s を超える場合 0.03 0.09 0.3 

注：区域は、表 3.2-33(1)のとおりである。 

「悪臭防止法施行規則」（昭和 47 年総理府令第 39 号、最終改正：令和 2 年 3 月 30 日） 

「福島県における悪臭防止対策について」（福島県 HP、閲覧：令和 2 年 5 月）より作成  
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表 3.2-34 福島県悪臭防止対策指針に基づく準拠すべき基準（臭気指数） 

（単位：臭気指数） 

区域の区分 

工場等の敷地の 

境界線の地表に 

おける基準 

工場等の煙突その他の気体排出施設の 

排出口における基準 

地上 5m 以上 

30m 未満の高さ 

地上 30m から 

50m 未満の高さ 

地上 50m 以上 

の高さ 

第 1 種区域 10 28 30 33 

第 2 種区域 15 33 35 38 

第 3 種区域 18 36 38 41 

注：1．この基準は、工場等における事業活動に伴って発生する悪臭原因物である気体の臭気指数の許容限度

とする。 

2．区域は、それぞれ次に定める区域とする。 

第 1 種区域；規制地域の A 区域並びに規制地域以外の第 1 種低層住居専用地域、第 2 種低層住居専

用地域、第 1 種中高層住居専用地域、第 2 種中高層住居専用地域、第 1 種住居地域、

第 2 種住居地域、準住居地域、田園住居地域及び近隣商業地域 

第 2 種区域；規制地域の B 区域並びに規制地域以外の商業地域及び準工業地域並びに用途地域以外

の地域 

第 3 種区域；規制地域の C 区域並びに規制地域以外の工業地域及び工業専用地域 

〔「福島県悪臭防止対策指針」（平成 10 年福島県告示第 636 号）より作成〕 

 

 

⑥  土壌汚染 

「土壌汚染対策法」（平成 14 年法律第 53 号、最終改正：平成 29 年 6 月 2 日）に基づく区

域の指定に係る基準は、表 3.2-35 のとおりである。 

「土壌汚染対策法に基づく要措置区域・形質変更時要届出区域（令和 2 年 4 月 30 日現在）」

（環境省 HP、閲覧：令和 2年 5月）によると、葛尾村には「土壌汚染対策法」に基づく要措

置区域が 1 件、形質変更時要届出区域が 1 件存在する。対象事業実施区域及びその周囲にお

いて、要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定はない。 
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表 3.2-35(1) 区域の指定に係る規制基準（土壌溶出量基準） 

特定有害物質の種類 要 件 

カドミウム及びその化合物 検液 1L につきカドミウム 0.01mg 以下であること。 

六価クロム化合物 検液 1L につき六価クロム 0.05mg 以下であること。 

クロロエチレン 検液 1L につき 0.002mg 以下であること。 

シマジン 検液 1L につき 0.003mg 以下であること。 

シアン化合物 検液中にシアンが検出されないこと。 

チオベンカルブ 検液 1L につき 0.02mg 以下であること。 

四塩化炭素 検液 1L につき 0.002mg 以下であること。 

1,2-ジクロロエタン 検液 1L につき 0.004mg 以下であること。 

1,1-ジクロロエチレン 検液 1L につき 0.1mg 以下であること。 

1,2-ジクロロエチレン 検液 1L につき 0.04mg 以下であること。 

1,3-ジクロロプロペン 検液 1L につき 0.002mg 以下であること。 

ジクロロメタン 検液 1L につき 0.02mg 以下であること。 

水銀及びその化合物 
検液 1L につき水銀 0.0005mg 以下であり、かつ、検液中にアルキル水銀が検出さ

れないこと。 

セレン及びその化合物 検液 1L につきセレン 0.01mg 以下であること。 

テトラクロロエチレン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

チウラム 検液 1L につき 0.006mg 以下であること。 

1,1,1-トリクロロエタン 検液 1L につき 1mg 以下であること。 

1,1,2-トリクロロエタン 検液 1L につき 0.006mg 以下であること。 

トリクロロエチレン 検液 1L につき 0.03mg 以下であること。 

鉛及びその化合物 検液 1L につき鉛 0.01mg 以下であること。 

砒素及びその化合物 検液 1L につき砒素 0.01mg 以下であること。 

ふっ素及びその化合物 検液 1L につきふっ素 0.8mg 以下であること。 

ベンゼン 検液 1L につき 0.01mg 以下であること。 

ほう素及びその化合物 検液 1L につきほう素 1mg 以下であること。 

ポリ塩化ビフェニル 検液中に検出されないこと。 

有機りん化合物 検液中に検出されないこと。 

〔「土壌汚染対策法施行規則」（平成 14 年環境省令第 29 号、最終改正：令和 2 年 4 月 2 日）より作成〕 
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表 3.2-35(2) 区域の指定に係る規制基準（土壌含有量基準） 

特定有害物質の種類 要 件 

カドミウム及びその化合物 土壌 1kg につきカドミウム 150mg 以下であること。 

六価クロム化合物 土壌 1kg につき六価クロム 250mg 以下であること。 

シアン化合物 土壌 1kg につき遊離シアン 50mg 以下であること。 

水銀及びその化合物 土壌 1kg につき水銀 15mg 以下であること。 

セレン及びその化合物 土壌 1kg につきセレン 150mg 以下であること。 

鉛及びその化合物 土壌 1kg につき鉛 150mg 以下であること。 

砒素及びその化合物 土壌 1kg につき砒素 150mg 以下であること。 

ふっ素及びその化合物 土壌 1kg につきふっ素 4,000mg 以下であること。 

ほう素及びその化合物 土壌 1kg につきほう素 4,000mg 以下であること。 

〔「土壌汚染対策法施行規則」（平成 14 年環境省令第 29 号、最終改正：令和 2 年 4 月 2 日）より作成〕 

 

⑦  地盤沈下 

地盤沈下の規制に関しては、「工業用水法」（昭和 31 年法律第 146 号、最終改正：平成 26

年 6月 13日）及び「建築物用地下水の採取の規制に関する法律」（昭和 37年法律第 100号、

最終改正：平成 12 年 5 月 31 日）に基づき、規制地域が指定されているが、「平成 30 年度 

全国の地盤沈下地域の概況」（環境省、令和 2 年）によると、対象事業実施区域及びその周

囲で地盤沈下が認められた地域はない。 

 

⑧  産業廃棄物 

産業廃棄物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45 年法律第 137 号、

最終改正：令和元年 6 月 14 日）及び「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平

成 12 年法律第 104 号、最終改正：平成 26 年 6 月 4 日）により、事業活動等に伴って発生し

た廃棄物（石綿等含有廃建材を含む。）は事業者自らの責任において適正に処理することが

定められている。 

 

⑨  温室効果ガス 

温室効果ガスについては、「地球温暖化対策の推進に関する法律」（平成 10 年法律第 117

号、最終改正：平成 30 年 6 月 13 日）により、事業活動等に伴って相当程度多い温室効果ガ

スを排出する特定排出者は、事業を所管する大臣に温室効果ガス算定排出量の報告が定めら

れている。 

対象事業の実施にあたっては、「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」（昭和 54 年

法律第 49 号、最終改正：平成 30 年 6 月 13 日）の定期報告を行う事業者については、エネ

ルギー起源二酸化炭素排出量の報告を行うことにより、「地球温暖化対策の推進に関する法

律」上の報告を行ったとみなされる。 

また、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、「福島県地球温暖化対策推進計

画」（平成 29 年 3 月改定）が策定されており、削減目標として「2020 年度（平成 32 年度）

は基準年度（平成 25 年度）比で 25％の削減を図ること」及び「2030 年度（平成 42 年度）

は基準年度（平成 25 年度）比で 45％の削減を図ること」とそれぞれ定められている。  
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(3)その他の環境保全計画等 

①  福島県環境基本条例 

福島県の環境行政の基本的方向については、「福島県環境基本条例」（平成 8 年福島県条例

第 11 号）において定められている。 

この条例は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに県、市町村、事業者及び県

民の責務等を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めるこ

とにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の県

民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的として制定されたものである。 

なお、新たな環境施策を推進するために、表 3.2-36 のとおり、4 つの基本理念を定めて

いる。 

 

表 3.2-36 4 つの基本理念 

基本理念 

1 健全で恵み豊かな環境の恵沢の享受と継承 

2 人と自然との共生の確保 

3 持続的発展が可能な社会の構築 

4 地球環境の保全の推進 

〔「福島県環境基本条例」（平成 8 年福島県条例第 11 号）より作成〕 

 

②  福島県環境基本計画 

福島県では、平成 8 年 3 月に制定した「福島県環境基本条例」（平成 8 年福島県条例第 11

号）第 10 条の規定に基づき、平成 9 年 3 月に「福島県環境基本計画」を策定し、県民、事

業者、市町村等の各主体の参加と連携により積極的に環境保全の取組を進めてきた。環境を

巡る社会情勢の変化等を踏まえ、平成 14 年 3 月に第 2 次計画、平成 22 年 3 月に第 3 次計画

が策定され、平成 25 年 3 月には「福島県環境基本計画【第 4 次（改定）】」（以下「本計画」

という。）が策定されている。本計画において、福島県が目指す環境の将来像として「福島

を想う全ての人々の力でつくろう～安心して暮らせて、自然と共生する“新生ふくしま”～」

が掲げられており、環境の将来像の実現に向け、4 つの基本目標が表 3.2-37 のとおりに設

定されている。計画期間は 2013 年度から 2020 年度の 8 年間である。 

 

表 3.2-37 「福島県環境基本計画（第 4 次改定）」における 4 つの基本目標 

基本目標 

1 総力を結集した除染等の推進による、美しく豊かな県土の回復の進展 

2 低炭素社会への転換及び循環型社会の形成による、持続可能な社会の実現 

3 豊かで多様な自然と共生する社会の形成と良好な生活環境の確保 

4 環境と調和のとれたゆとりある生活空間の形成 

〔「福島県環境基本計画【第 4 次（改定）】」（福島県、平成 25 年）より作成〕 
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2. 自然関係法令等 

(1)自然保護関係 

①  自然公園法に基づく自然公園 

対象事業実施区域及びその周囲に「自然公園法」（昭和 32 年法律第 161 号、最終改正：令

和元年 6 月 14 日）等に基づく自然公園はない。 

 

②  自然環境保全法の規定により指定された保全地域 

対象事業実施区域及びその周囲には「自然環境保全法」（昭和 47 年法律第 85 号、最終改

正：平成 31 年 4 月 26 日）の規定により指定された自然環境保全地域はない。 

 

③  世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する自然遺産の区域 

対象事業実施区域及びその周囲には、「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」

（平成 4年条約第 7号）の第 11条 2の世界遺産一覧表に記載された自然遺産の区域はない。 

 

④  都市緑地法により指定された緑地保全地域又は特別緑地保全地区の区域 

対象事業実施区域及びその周囲には、「都市緑地法」（昭和 48 年法律第 72 号、最終改正：

平成 30 年 6 月 27 日）の規定により指定された緑地保全地域及び特別緑地保全地区の区域は

ない。 

 

⑤  鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく鳥獣保護区等 

対象事業実施区域及びその周囲には、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する

法律」（平成 14 年法律第 88 号、最終改正：平成 27 年 3 月 31 日）に基づく鳥獣保護区はな

い。 

 

⑥  絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律に基づく生息地等保護区 

対象事業実施区域及びその周囲には、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関す

る法律」（平成 4 年法律第 75 号、最終改正：令和元年 6 月 14 日）の規定により指定された

生息地等保護区はない。 

 

⑦  特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約の規定により指定された湿地

の区域 

対象事業実施区域及びその周囲には、「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関

する条約」（昭和 55 年条約第 28 号、最終改正：平成 6 年 4 月 29 日）の規定により指定され

た湿地の区域はない。 
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(2)史跡・名勝・天然記念物 

対象事業実施区域及びその周囲は、「文化財保護法」（昭和 25 年法律第 214 号、最終改正：

平成 30 年 6 月 8 日）、「福島県文化財保護条例」（昭和 45 年福島県条例第 43 号）、「葛尾村文化

財保護条例」（昭和 46 年葛尾村条例第 20 号）及び「浪江町文化財保護条例」（昭和 51 年浪江

町条例第 8 号）に基づく史跡・名勝・天然記念物は存在しない。 

また、「文化財保護法」に基づく周知の埋蔵文化財包蔵地の状況は表 3.2-38 及び図 3.2-10

のとおりであり、対象事業実施区域の周囲に散在している。 

 

表 3.2-38 周知の埋蔵文化財包蔵地 

遺跡名 所在地 時 代 

広谷地Ａ遺跡 葛尾村大字葛尾字広谷地 縄文時代 

広谷地Ｂ遺跡 葛尾村大字葛尾字広谷地 縄文時代 

広谷地Ｃ遺跡 葛尾村大字葛尾字広谷地 縄文時代 

広谷地Ｄ遺跡 葛尾村大字葛尾字広谷地 縄文時代 

広谷地Ｅ遺跡 葛尾村大字葛尾字広谷地 縄文時代 

広谷地Ｇ遺跡 葛尾村大字葛尾字広谷地 近世 

広谷地Ｈ遺跡 葛尾村大字葛尾字広谷地 近世 

柏原Ａ遺跡 葛尾村大字葛尾字柏原 近世 

柏原Ｂ遺跡 葛尾村大字葛尾字柏原 近世 

柏原Ｃ遺跡 葛尾村大字葛尾字柏原 近世 

柏原Ｄ遺跡 葛尾村大字葛尾字柏原 近世 

野行遺跡 葛尾村大字葛尾字野行 縄文時代 

野行Ｂ遺跡 葛尾村大字葛尾字野行 近世 

野行Ｃ遺跡 葛尾村大字葛尾字野行 近世 

野行Ｄ遺跡 葛尾村大字葛尾字野行 縄文時代 

野行Ｅ遺跡 葛尾村大字葛尾字野行 近世 

野行Ｆ遺跡 葛尾村大字葛尾字野行 縄文時代 

大笹Ａ遺跡 葛尾村大字落合字大笹 近世 

大笹Ｂ遺跡 葛尾村大字落合字大笹 近世 

大笹Ｃ遺跡 葛尾村大字落合字大笹 近世 

大笹Ｄ遺跡 葛尾村大字落合字大笹 近世 

夏湯Ａ遺跡 葛尾村大字落合字夏湯 縄文時代 

夏湯Ｂ遺跡 葛尾村大字落合字夏湯 縄文時代 

夏湯Ｃ遺跡 葛尾村大字落合字夏湯 近世 

木取場Ａ遺跡 葛尾村大字落合字木取場 近世 

木取場Ｂ遺跡 葛尾村大字落合字木取場 近世 

木取場Ｃ遺跡 葛尾村大字落合字木取場 近世 

稗田遺跡 浪江町大字下津島字稗田 － 

上冷田遺跡 浪江町大字南津島字上冷田 縄文時代 

赤下遺跡 浪江町大字小丸字赤下 縄文時代 

注：「－」は出典に記載のないことを示す。 

「福島県文化財センター白河館文化財データベース」（福島県教育委員会 HP、閲覧：令和 2 年 5

月） 

「浪江町文化財分布図」（浪江町 HP、閲覧：令和 2 年 5 月）            より作成 

  



 

3.2-50 

(153) 

 

 
図 3.2-10 周知の埋蔵文化財包蔵地 

「福島県文化財センター白河館文化財データベ
ース」（福島県教育委員会 HP、閲覧：令和 2 年
5 月）              より作成 
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(3)景観保全関係 

①  景観計画区域 

「景観法」（平成 16 年法律第 110 号、最終改正：平成 30 年 6 月 8 日）に基づく「福島県

景観計画」（福島県、平成 30 年）によれば、葛尾村及び浪江町は景観計画区域に定められて

いる。 

 

②  風致地区 

対象事業実施区域及びその周囲には、「都市計画法」（昭和 43 年法律第 100 号、最終改

正：平成 30 年 4 月 25 日）により指定された風致地区はない。 

 

(4)国土防災関係 

①  森林法に基づく保安林の指定 

対象事業実施区域及びその周囲における「森林法」（昭和 26 年法律第 249 号、最終改正：

平成 30 年 6 月 1 日）に基づく保安林の指定状況は図 3.2-11 のとおりであり、対象事業実施

区域には水源涵養保安林が存在する。 

 

②  砂防法に基づく砂防指定地 

対象事業実施区域及びその周囲における、「砂防法」（明治 30 年法律第 29 号、最終改正：

平成 25 年 11 月 22 日）により指定された砂防指定地は図 3.2-12 のとおりである。 

 

③  急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊危険区域 

対象事業実施区域及びその周囲には、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」

（昭和 44 年法律第 57 号、最終改正：平成 17 年 7 月 6 日）に基づく急傾斜地崩壊危険区域

は存在しない。 

 

④  地すべり等防止法に基づく地すべり防止区域 

対象事業実施区域及びその周囲には、「地すべり等防止法」（昭和 33 年法律第 30 号、最終

改正：平成 29 年 6 月 2 日）に基づく地すべり防止区域は存在しない。 

 

⑤  避難指示等の状況 

対象事業実施区域及びその周囲における「原子力災害対策特別措置法」（平成 11 年法律第

156号、最終改正：平成 30年 6月 27日）に基づく帰還困難区域等は図 3.2-13のとおりであ

り、対象事業実施区域は帰還困難区域内にある。 
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図 3.2-11 保安林の指定状況  

「磐城森林計画区 第 4 次国有林野施業実施計
画図 平成 29 年度樹立 第 10、11、12、14
片）」（関東森林管理局、平成 29 年） 
「ふくしま森まっぷ」（福島県 HP、閲覧：令和
2 年 5 月）            より作成 
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図 3.2-12 砂防指定地の指定状況  

「福島県相双建設事務所管内砂防現況図」（福
島県、平成 23 年）        より作成 
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図 3.2-13 避難指示等の概要  

「避難指示区域の概念図」（経済産業省 HP、閲

覧：令和 2 年 5 月）        より作成 
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3. 放射性物質に関する法令等 

対象事業実施区域及びその周囲において、「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太

平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処

に関する特別措置法」（平成 23 年法律第 110 号、最終改正：平成 29 年 4 月 14 日）（以下「放

射性物質汚染対処特措法」という。）に基づく除染特別地域がある。平成 29 年 9 月 30 日時点

での除染の状況は図 3.2-14 のとおりである。 

なお、除染特別地域とは、国が除染の計画を策定し除染事業を進める地域であり、事故後 1

年間の積算線量が 20 ミリシーベルトを超えるおそれがあるとされた「計画的避難区域」と、

東京電力福島第一原子力発電所から半径 20km 圏内の「警戒区域」を指す。また、面的除染完

了とは、一連の除染行為（除草、堆積物除去、洗浄等）が完了した状態である。 
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図 3.2-14 除染特別地域の指定状況  

「国直轄除染の進捗状況地図（平成 29 年 9 月 30

日時点）」（環境省 HP、閲覧：令和 2 年 5月） 

               より作成 
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3.2.9 関係法令等による規制状況のまとめ 

関係法令等による規制状況をまとめると表 3.2-39 のとおりである。 

 
表 3.2-39 関係法令等による規制状況のまとめ 

区 

分 
法令等 地域地区等の名称 

指定等の有無 

葛
尾
村 

浪
江
町 

対象事業
実施区域
及びその

周囲 

対象事業

実施区域 

土
地 

国土利用計画法 

都市地域 × ○ × × 

農業地域 ○ ○ ○ ○ 

森林地域 ○ ○ ○ ○ 

都市計画法 都市計画用途地域 × ○ × × 

公
害
防
止 

環境基本法 
騒音類型指定 × × × × 

水域類型指定 ○ ○ ○ × 

騒音規制法 規制地域 × × × × 

振動規制法 規制地域 × × × × 

悪臭防止法 規制地域 × ○ × × 

土壌汚染対策法 
要措置区域 ○ × × × 

形質変更時要届出区域 ○ × × × 

工業用水法 規制地域 × × × × 

建築物用地下水の採取の規制に

関する法律 
規制地域 × × × × 

自
然
保
護 

自然公園法 

国立公園 × × × × 

国定公園 × × × × 

県立自然公園 ○ ○ × × 

自然環境保全法 
自然環境保全地域 × × × × 

県自然環境保全地域 × × × × 

世界の文化遺産及び自然遺産の

保護に関する条約 
自然遺産 × × × × 

都市緑地法 緑地保全地域 × × × × 

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟

の適正化に関する法律 

鳥獣保護区及び特別保護地

区 
○ ○ × × 

絶滅のおそれのある野生動植物

の種の保存に関する法律 
生息地等保護区 × × × × 

特に水鳥の生息地として国際的

に重要な湿地に関する条約 

特に水鳥の生息地として国

際的に重要な湿地 
× × × × 

文
化
財 

文化財保護法等 

国指定史跡・名勝・天然記

念物 
× × × × 

県指定史跡・名勝・天然記

念物 
× ○ × × 

町村指定史跡・名勝・天然

記念物 
○ ○ × × 

周知の埋蔵文化財包蔵地 ○ ○ ○ × 

景
観 

景観法 景観計画区域 ○ ○ ○ ○ 

都市計画法 風致地区 × × × × 

国
土
防
災 

森林法 保安林 ○ ○ ○ ○ 

砂防法 砂防指定地 ○ ○ ○ × 

急傾斜地の崩壊による災害の防

止に関する法律 
急傾斜地崩壊危険区域 × × × × 

地すべり等防止法 地すべり防止区域 ○ ○ × × 

原子力災害対策特別措置法 

帰還困難区域 ○ ○ ○ ○ 

住居制限区域 × × × × 

避難指示解除準備区域 × × × × 

放
射
性
物
質 

放射性物質汚染対処特措法 除染特別地域 ○ ○ ○ ○ 

○：指定あり、×：指定なし 
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